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め
に

0平安
・
鎌
倉
期
の
額
安
寺
領

②
律
宗
寺
院
額
安
寺

おわ
り
に

［論文
要
旨
］

　平
安
・
鎌
倉
期
の
額
安
寺
文
書
は
数
段
程
度
の
売
券
類
が
多
数
を
占
め
る
が
、
そ
の
多
く
は
連
券
　
　
　
　
〇
三
）
の
額
安
寺
別
当
職
寄
進
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
弘
安
年
間
に
は
す
で
に
西
大
寺
の
末
寺
的
色

と
し
て
、
鎌
倉
後
期
に
額
安
寺
に
入
っ
た
も
の
で
あ
り
、
所
在
地
も
周
辺
に
散
在
し
て
、
膝
下
に
集
　
　
　
　
彩
が
強
め
ら
れ
て
い
た
。

中
す
る
傾
向
は
見
ら
れ
な
い
。
額
安
寺
が
寺
領
を
集
積
し
て
い
っ
た
鎌
倉
後
期
は
、
春
道
氏
ら
周
辺
　
　
　
　
額
安
寺
の
律
宗
寺
院
化
が
進
行
す
る
と
と
も
に
、
額
安
寺
の
墓
寺
と
し
て
の
性
格
も
顕
著
に
な
る
。

に
所
領
を
持
つ
在
地
の
上
層
ク
ラ
ス
が
額
安
寺
に
入
り
込
ん
で
い
く
時
期
で
あ
っ
た
。
額
安
寺
が
古
　
　
　
　
忍
性
な
ど
寺
院
関
係
者
以
外
に
も
、
六
波
羅
探
題
北
条
盛
房
の
墓
地
の
存
在
も
確
認
さ
れ
、
ま
た
一

代
以来
の
額
田
部
・
宗
岡
氏
の
氏
寺
の
枠
を
越
え
、
所
領
寄
進
・
買
得
や
入
寺
な
ど
を
通
じ
て
、
周
　
　
　
条
家
出
身
の
大
乗
院
門
主
慈
信
は
額
安
寺
を
自
ら
の
墓
所
に
定
め
て
、
金
岡
東
荘
を
「
追
善
万
代
之

辺
地域
の
人
々
と
の
関
わ
り
を
深
め
、
地
域
寺
院
と
し
て
の
性
格
を
強
め
て
い
く
に
つ
れ
て
、
氏
寺
　
　
　
　
料
」
に
宛
て
て
お
り
、
「
額
安
寺
殿
」
と
呼
称
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
。

と
し
て
の
経
営
は
次
第
に
困
難
性
を
増
し
、
別
当
職
を
め
ぐ
る
相
論
も
起
き
る
。
額
安
寺
が
地
域
寺
　
　
　
　
中
世
後
期
の
禁
制
か
ら
は
、
額
安
寺
が
額
田
部
郷
の
検
断
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ

院
化
し
て
い
く
際
、
信
仰
の
地
域
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
重
要
な
要
素
と
な
っ
た
の
が
文
殊
信
仰
で
あ
　
　
　
り
、
地
域
結
合
の
核
と
し
て
の
地
域
寺
院
額
安
寺
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

り
、
そ
れ
を
契
機
に
西
大
寺
流
律
宗
の
叡
尊
・
忍
性
と
の
結
び
つ
き
が
強
め
ら
れ
て
い
く
。
春
道
姓

の学
春
は
額
安
寺
に
居
住
し
、
叡
尊
・
忍
性
の
活
躍
を
支
え
て
、
額
安
寺
律
宗
化
の
基
礎
を
造
っ
た

人
物
で
あ
る
が
、
そ
の
子
信
空
は
叡
尊
を
継
い
で
二
代
目
西
大
寺
長
老
と
な
る
。
嘉
元
元
年
（
＝
二

8
3
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は
じ
め
に

　
中
世
の
額
安
寺
に
つ
い
て
は
、
『
大
和
郡
山
市
史
』
や
『
奈
良
県
史
』
・
地
名
辞
典

な
ど
で
大
ま
か
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
程
度
で
、
中
世
寺
院
と
し
て
の
実
態
に
つ
い
て

は
不
明
な
点
も
多
く
、
額
安
寺
そ
の
も
の
に
関
す
る
専
論
も
な
い
。
そ
の
理
由
は
寺

院
の
内
部
構
造
に
関
す
る
史
料
が
不
足
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
し

か

し
一
方
で
叡
尊
・
忍
性
の
重
要
な
活
動
の
場
と
し
て
、
関
説
し
た
も
の
は
か
な
り

の

数

に
の
ぼ
る
。
本
稿
は
中
世
の
額
安
寺
を
考
え
る
際
の
基
礎
的
な
事
実
を
整
理
す

る
と
と
も
に
、
併
せ
て
そ
の
周
辺
地
域
の
状
況
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

額
安
寺
の
基
本
史
料
と
な
る
の
は
、
額
田
宗
次
氏
所
蔵
額
安
寺
文
書
お
よ
び
額
安
寺

所
蔵
額
安
寺
文
書
で
あ
る
が
、
大
多
数
が
市
史
の
史
料
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
量

的
に
多
数
を
占
め
る
額
田
宗
次
氏
所
蔵
分
は
、
内
容
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
て
、
平
安

か

ら
近
世
に
至
る
一
二
〇
通
、
鎌
倉
・
南
北
朝
期
の
備
前
国
金
岡
東
荘
関
係
文
書
一

四
通
、
戦
国
期
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
板
屋
瀬
関
係
文
書
一
一
通
、
雑
記
七
通
が
編

年
翻
刻
さ
れ
て
い
る
が
、
他
に
近
世
を
中
心
と
し
た
五
〇
通
あ
ま
り
の
未
翻
刻
文
書

が

存
在

し
て
い
る
。
一
方
の
額
安
寺
所
蔵
額
安
寺
文
書
は
三
二
通
の
中
世
文
書
を
そ

の

内
容
と
し
て
お
り
、
両
者
は
元
々
一
つ
の
文
書
群
を
な
し
て
い
た
。
以
下
、
額
田

宗
次
氏
所
蔵
額
安
寺
文
書
お
よ
び
額
安
寺
所
蔵
額
安
寺
文
書
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　

「額
」
・
「
寺
」
と
略
記
し
、
そ
れ
ぞ
れ
『
大
和
郡
山
市
史
史
料
集
』
の
番
号
に
従
う
。

0
平
安
・
鎌
倉
期
の
額
安
寺
領

　
平
安
・
鎌
倉
期
の
額
安
寺
領
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
最
初
に
と
り
あ
げ
る
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

延
久
二
年

三

〇

七

〇
）
作
成
の
興
福
寺
雑
役
免
坪
付
帳
で
あ
る
。
同
帳
西
諸
郡
の

冒
頭
部
分
に
は
西
諸
郡
全
体
の
集
計
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
の
「
雑
役
免

田
畠
」
に
分
類
さ
れ
る
「
神
社
仏
寺
諸
司
要
劇
田
畠
」
の
中
に

　
⊃
町
一
段
百
廿
ト
が
安
寺

　
　
∋
段
百
廿

ト
強
木
南
庄
　
『
町
八
段
輿
富
庄

と
み
え
る
。
こ
れ
は
平
群
郡
「
強
木
南
庄
田
畠
十
町
」
の
う
ち
の

　
蝸
安
寺
三
段
百
廿
ト
　
八
条
四
里
十
四
－
三
反
百
廿
ト

お
よ
び
「
興
富
庄
田
畠
百
九
町
九
段
三
百
ト
」
の
う
ち
の

　
額
安
寺
一
町
八
段
西
十
一
条
五
里
計
六
ー
八
段
六
里
一
ー
一
丁

を
指
す
。
こ
こ
に
み
え
る
三
筆
二
町
一
段
一
二
〇
歩
の
田
地
は
、
条
里
の
比
定
に
よ

　
　
ヨ
　

れ
ば
、
額
田
部
丘
陵
の
北
部
大
字
今
国
府
の
南
辺
あ
た
り
お
よ
び
丘
陵
の
南
西
、
大

字
窪
田
の
大
和
川
に
近
い
地
点
と
な
り
、
天
平
宝
字
頃
に
作
成
さ
れ
た
額
田
寺
伽
藍

並
条
里
図
の
範
囲
に
は
含
ま
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
田
地
は
官
物
は
額
安
寺
に
、
雑
役

は

興
福
寺

に
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
同
帳
に
は
、
春
日
・
多
・
下
賀
茂
神

社
や
薬
師
・
般
若
・
慈
恩
・
長
安
・
元
興
・
法
花
・
平
隆
・
大
安
寺
な
ど
の
多
く
の

寺
社
が
表
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
額
安
寺
は
、
少
な
く
と
も
二
町
一
段
余
の
寺
田

を
公
的
に
所
有
す
る
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
れ
以
外
に
も
額
安
寺
田
が
存
在
し
た
可
能

性
は
十
分
あ
る
が
、
伽
藍
並
条
里
図
に
記
さ
れ
て
い
た
「
寺
田
」
・
「
寺
畠
」
な
ど
が

ど
の
よ
う
に
推
移
し
た
か
に
つ
い
て
は
、
手
が
か
り
は
乏
し
い
。
唯
一
伽
藍
並
条
里

図
と
雑
役
免
坪
付
帳
が
重
な
り
合
う
の
が
、
平
群
郡
の
「
窪
田
西
庄
」
に
属
す
る

「九
条
三
里
舟
i
二
反
　
計
ニ
ー
九
反
大
」
で
あ
る
。
三
〇
坪
は
「
公
田
」
・
「
法
花

寺
庄
」
、
三
二
坪
は
「
石
柱
寺
立
」
・
「
巨
勢
朝
臣
古
麻
呂
地
」
と
と
も
に
、
「
寺
岡
五

段
二
百
歩
」
と
記
さ
れ
た
地
点
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ら
が
雑
役
免
坪
付
帳
段
階
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

「公
田
畠
」
と
み
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

な
お
額
田
部
丘
陵
北
部
大
字
今
国
府
周
辺
は
、
中
世
に
は
大
乗
院
領
今
国
符
荘
が

位
置

し
た
が
、
和
田
葦
氏
は
こ
の
今
国
府
と
い
う
大
字
名
や
御
所
垣
内
・
蔵
垣
内
・

大
道
路
な
ど
の
小
字
名
の
存
在
な
ど
か
ら
、
高
市
郡
の
軽
国
府
か
ら
移
転
し
た
国
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ

の
所
在
地
と
推
定
し
た
。
和
田
氏
は
『
権
記
』
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
五
月
八
日

条
に
、
「
大
和
守
孝
道
朝
臣
只
今
令
申
云
、
興
福
寺
使
引
率
数
多
之
人
、
入
乱
添
下
郡

館
内
、
不
令
所
住
男
女
東
西
、
所
為
濫
行
不
可
謂
云
々
者
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
十

184
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一
世
紀
初
頭
に
国
衙
と
興
福
寺
と
の
対
立
に
関
連
し
て
移
転
し
た
と
推
測
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
推
定
は
基
本
的
に
正
し
い
も
の
と
考
え
る
が
、
た
だ
こ
の
論
文
が
執
筆
さ

れ
た

段
階
で
は
平
群
郡
条
里
の
復
原
に
問
題
が
残
さ
れ
て
い
た
た
め
、
七
条
三
里
を

中
心
と
す
る
地
域
を
国
府
域
に
想
定
し
て
い
る
。

　
図
1
は
額
田
部
丘
陵
周
辺
の
興
福
寺
雑
役
免
荘
園
お
よ
び
、
額
安
寺
文
書
中
の
売

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

券
や

永
仁
六
年
（
二
元
八
）
の
「
西
大
寺
田
園
目
録
」
に
み
え
る
田
畠
の
う
ち
、

所
在
地
の

条
里
坪
付
が
明
確
な
も
の
を
記
し
た
図
で
あ
る
が
、
お
お
よ
そ
平
群
郡
七

条
二
里
に
当
た
る
現
在
の
大
字
今
国
府
に
は
公
田
に
設
定
さ
れ
た
興
福
寺
雑
役
免
強

木
北
荘
が
、
ま
た
そ
の
西
に
は
同
じ
く
強
木
南
荘
が
位
置
す
る
。
大
字
今
国
府
の
東

部
お
よ
び
大
字
池
沢
は
空
白
地
帯
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
東
、
大
字
馬
司
に
は
西

大
寺
の
所
領
が
一
筆
と
、
条
里
坪
付
が
付
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
図
1
に
は
表
現
さ

れ
て

い

な
い
額
安
寺
領
が
あ
る
。
雑
役
免
荘
園
と
国
府
域
が
重
な
る
と
は
考
え
ら
れ

ず
、
ま
た
和
田
氏
が
あ
げ
ら
れ
た
十
三
世
紀
の
今
国
府
の
地
名
を
記
し
た
売
券
類
の

坪
付
が
、
平
群
郡
七
条
二
里
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
二
里
の
す

ぐ
東
、
七
条
一
里
該
当
地
域
を
中
心
と
し
た
、
こ
の
空
白
地
帯
の
西
寄
り
一
帯
に
国

府
域
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ち
ょ
う
ど
こ
の
地
域
は
平
群
郡
七
条
一
里
と
添

下
郡
京
南
七
条
三
里
と
が
里
内
で
接
続
す
る
郡
界
に
当
た
り
、
『
権
記
』
の
記
事
に

「入
乱
添
下
郡
館
内
」
と
あ
る
の
も
、
単
に
距
離
的
に
近
い
た
め
の
誤
解
で
は
な
い
こ

と
が
明
ら
か
に
な
る
。
国
府
域
の
北
を
限
る
の
は
、
平
群
・
添
下
郡
界
を
東
西
に
走

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
　

る
古
代
以
来
の
大
道
（
北
の
横
大
路
）
と
な
り
、
ま
た
国
府
域
の
東
に
あ
る
馬
司
と

い

う
地
名
は
、
中
央
政
府
の
馬
寮
で
は
な
く
、
国
府
の
施
設
に
関
わ
っ
て
い
た
可
能
性

も
あ
ろ
う
。
十
一
世
紀
以
降
の
額
田
部
丘
陵
は
、
国
府
の
す
ぐ
南
に
位
置
す
る
重
要
な

地
域
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
長
寛
二
年
（
＝
六
四
）
六
月
十
八
日
僧
兼
与
譲
状
案
に
よ
れ
ば
、
兼
与
が
代
々

相
伝
し
て
き
た
山
辺
郡
北
郷
六
条
村
字
井
上
荘
の
所
領
田
畠
三
三
町
五
段
を
、
額
安

寺
別

当
故
尋
智
と
そ
の
二
男
知
資
が
沙
汰
し
、
本
主
兼
与
に
全
く
知
行
さ
せ
ず
、

所
々
に
寄
進
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
老
齢
と
な
っ
た
兼
与
は
興
福
寺
僧
長
縁
を
養
子

に
迎
え
、
譲
渡
し
た
と
い
う
。
こ
の
尋
智
は
後
述
す
る
鎌
倉
末
の
別
当
職
相
論
の
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

作
成

さ
れ
た
年
欠
額
安
寺
別
当
職
相
伝
次
第
に
、
寛
治
四
年
（
一
〇
九
〇
）
に
父
義

円
か
ら
別
当
職
を
受
け
継
ぎ
、
保
延
四
年
（
一
一
三
八
）
に
息
子
信
観
に
譲
っ
た
と

み

え
る
人
物
で
あ
る
。
尋
智
は
請
文
を
提
出
し
て
兼
与
の
所
領
を
沙
汰
し
た
の
で
あ

る
が
、
残
念
な
が
ら
両
者
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
。
尋
智
父
子
は
、
額
安
寺
か
ら
佐

保
川

を
越
え
た
東
方
の
山
辺
郡
井
上
荘
（
現
天
理
市
南
六
条
町
周
辺
）
の
所
領
経
営

を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、
広
範
な
経
済
活
動
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き

る
。　

周
知
の
如
く
額
安
寺
は
、
前
身
額
田
寺
の
伽
藍
や
寺
田
を
記
し
た
天
平
宝
字
頃
の

額
田
寺
伽
藍
並
条
里
図
を
伝
え
る
額
田
部
氏
の
氏
寺
と
考
え
ら
れ
、
別
当
職
相
伝
次

第
に
明
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
十
一
世
紀
半
ば
以
降
は
額
田
部
氏
の
一
族
と
思
わ

れ

る
宗
岡
氏
が
別
当
職
を
継
承
し
て
い
る
が
、
尋
智
も
そ
の
家
系
に
連
な
る
人
物
で

　
　
　
ロ
　

あ
っ
た
。
額
安
寺
は
聖
徳
太
子
建
立
の
熊
凝
精
舎
の
跡
地
に
、
道
慈
が
大
安
寺
か
ら

移
住

し
て
寺
を
起
こ
し
、
求
聞
持
本
尊
の
虚
空
蔵
菩
薩
を
安
置
し
、
そ
れ
以
来
氏
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
リ

が
相
伝
し
て
き
た
と
中
世
に
は
広
く
理
解
さ
れ
て
る
。
安
貞
二
年
（
一
二
二
八
）
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
1
3
）

二
月
一
日
の
額
安
寺
円
位
別
当
職
等
譲
状
は
、
「
額
安
寺
別
当
職
同
寺
領
山
林
等
井
東

別
所
、
馬
司
上
下
庄
、
浄
土
院
堂
舎
資
財
敷
地
等
」
を
円
位
が
子
息
春
日
丸
（
寛
継
）

に

譲
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
円
位
は
「
額
安
寺
者
、
氏
人
相
伝
所
、
異
姓

他
家
永
絶
其
室
」
こ
と
を
強
調
し
、
義
覚
か
ら
別
当
職
を
相
伝
し
た
際
に
も
、
当
時

大
乗
院
・
一
乗
院
門
跡
を
兼
帯
し
て
い
た
興
福
寺
別
当
菩
提
山
僧
正
信
円
が
代
々
の

手
継
を
見
た
上
で
、
「
氏
人
相
伝
条
、
証
文
明
白
也
、
不
可
有
他
人
望
由
」
を
仰
せ
出

だ
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
円
位
譲
状
の
末
尾
に
は
そ
れ
ぞ
れ
興
福
寺
別
当
大
乗
院
門
主
実
尊
・
一
乗
院

門
主
実
信
が
与
判
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
額
安
寺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

が

興
福
寺
の
末
寺
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
『
興
福
寺
末
寺
帳
』

に

は
、
＝
乗
院
御
門
跡
末
寺
」
・
「
大
乗
院
御
門
跡
末
寺
」
と
区
別
さ
れ
た
「
興
福

　
　
（
1
6
）

寺
末
寺
」
の
中
に
、
そ
の
名
を
見
る
こ
と
が
で
き
、
近
世
初
期
に
お
い
て
も
「
惣
寺
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之
末
寺
」
と
さ
れ
て
い
る
。
興
福
寺
と
額
安
寺
の
関
係
で
あ
る
が
、
大
江
親
通
が
嘉

承
元
年
（
一
一
〇
六
）
の
秋
、
大
和
の
七
大
寺
を
巡
礼
し
た
時
の
手
記
と
推
定
さ
れ

て

い

る
『
七
大
寺
日
記
』
の
興
福
寺
西
金
堂
の
条
に
は
、
「
又
霊
験
之
観
音
宝
帳
之
廻

リ
ニ
、
別
二
又
八
部
衆
之
像
ア
リ
、
高
名
之
物
也
、
可
見
、
元
ハ
是
ヌ
カ
タ
へ
寺
ノ

像
也
」
と
あ
り
、
ま
た
親
通
が
そ
の
後
保
延
六
年
（
一
一
四
〇
）
に
南
都
を
巡
礼
し

た
と
き
の
記
録
で
あ
る
『
七
大
寺
巡
礼
私
記
』
の
興
福
寺
西
金
堂
の
部
分
に
も
、
「
帝

尺
像
↓
躯
、
四
天
王
力
士
等
像
、
斯
八
部
衆
等
者
不
可
思
議
之
造
様
也
、
件
像
者
大

和
国
額
田
部
弓
像
也
竃
竃
之
藁
露
籠
彗
垣
と
あ
㌘
近
世
の

『興
福
寺
濫
鵤
記
』
の
西
金
堂
の
条
に
も
、
安
置
さ
れ
て
い
る
十
大
弟
子
お
よ
び
八
部

衆
の
立
像
は
「
仏
師
問
答
師
造
　
額
安
寺
古
像
」
と
記
さ
れ
、
「
右
十
大
弟
子
十
躯
八

部
衆
八
躯
　
貞
永
元
年
壬
辰
十
二
月
十
七
日
修
復
」
、
「
閻
魔
王
　
額
安
寺
古
像
」
と

見
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
額
安
寺
仏
像
の
興
福
寺
へ
の
移
動
が
伝
え
ら
れ
る
の
も
、

両
者
の
上
下
関
係
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
関
係
は
十
二
世
紀
初
ま
で
遡

る
と
み
て
よ
い
。

　
平
安
・
鎌
倉
期
の
額
安
寺
文
書
は
、
数
段
程
度
の
小
面
積
の
田
畠
売
券
類
が
多
数

を
占
め
る
。
大
部
分
は
、
平
群
郡
九
条
三
里
四
坪
内
の
田
地
（
「
額
」
一
ー
二
ー
三
ー

六
－
七
－
九
ー
一
〇
ー
一
六
ー
一
九
ー
二
〇
ー
二
］
ー
二
四
－
三
〇
ー
三
六
ー
四
一
）

や
、
城
下
郡
一
〇
条
三
里
一
〇
坪
（
「
額
」
八
ー
一
七
ー
二
三
）
・
同
条
三
里
二
六
坪

（「額
」
二
七
ー
三
七
ー
三
八
）
・
添
下
郡
一
里
三
五
坪
（
「
額
」
一
五
ー
三
二
ー
四
七
）

の
例
の

よ
う
に
、
そ
の
多
く
に
継
目
裏
花
押
が
据
え
ら
れ
た
手
継
連
券
の
形
を
と
っ

て

い

る
。
最
終
的
に
ど
の
よ
う
な
形
で
額
安
寺
に
入
っ
た
か
を
示
す
例
と
し
て
は
、

建
仁
三
年
（
＝
一
〇
三
）
に
僧
邊
秀
が
平
群
郡
一
〇
条
三
里
一
八
坪
の
一
町
の
田
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

を
「
額
安
寺
修
正
料
」
と
し
て
沽
却
し
た
ケ
ー
ス
、
弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）
に
刑

部
丞
平
秀
村
が
額
田
部
郷
内
の
田
や
馬
司
山
屋
敷
等
を
「
七
日
不
断
釈
迦
念
仏
供
料
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

と
し
て
額
安
寺
に
寄
進
し
た
ケ
ー
ス
、
徳
治
二
年
（
一
三
〇
七
）
に
僧
縁
弁
が
五
筆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

一
町
五
段
六
〇
歩
の
私
領
を
「
額
安
寺
□
料
田
」
に
沽
却
し
た
ケ
ー
ス
、
応
長
二
年

（
一
三
一
二
）
に
二
段
の
田
地
を
専
有
が
「
額
安
寺
一
切
経
転
読
料
田
」
と
し
て
寄
進

　
　
　
　
（
2
2
）

し
た
ケ
ー
ス
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
多
く
は
西
大
寺
流
律
宗
の
影
響
が
強
く

な
っ
て
い
た
鎌
倉
後
期
に
額
安
寺
に
入
っ
た
も
の
で
あ
る
。
坪
付
等
か
ら
知
ら
れ
る

こ
れ
ら
の
田
畠
の
所
在
地
は
、
比
較
的
額
安
寺
に
近
い
地
点
で
は
あ
る
が
、
周
辺
に

散
在
し
て
お
り
、
膝
下
に
集
中
す
る
傾
向
は
見
ら
れ
な
い
。

　

前
掲
の
額
安
寺
円
位
別
当
職
等
譲
状
に
は
、
「
東
別
所
・
馬
司
、
可
付
額
安
寺
別
当

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
3
）

由
、
義
覚
遺
言
畢
」
と
あ
り
、
こ
の
頃
東
別
所
や
馬
司
の
支
配
と
額
安
寺
別
当
職
と

が
一
体
化
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
馬
司
は
額
田
部
丘
陵
の
北
東
、
佐
保
川
の
西
岸

を
占
め
、
添
下
郡
と
は
い
っ
て
も
平
群
郡
界
に
近
い
地
域
で
、
大
字
馬
司
と
し
て
現

在
に

そ
の
名
を
伝
え
て
い
る
が
、
こ
の
地
は
中
世
に
お
い
て
は
額
安
寺
と
密
接
な
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
2
4
）

係
に
あ
っ
た
。
弘
長
三
年
（
一
二
六
三
）
三
月
の
清
原
三
子
山
地
田
畠
売
券
は
、
添

下
郡
の
「
私
領
馬
司
庄
山
地
田
畠
」
を
春
道
家
近
に
沽
却
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ

の
地

も
最
終
的
に
は
額
安
寺
の
手
に
入
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
春
道
氏
は
近
隣
の
在
地

土
豪
と
考
え
ら
れ
、
後
述
す
る
よ
う
に
そ
の
一
族
に
は
額
安
寺
と
密
接
な
関
係
に
あ

っ

た
人
物
も
現
れ
る
。
弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）
二
月
十
二
日
の
刑
部
丞
平
秀
村
田

　
　
　
　
　
（
2
5
）

地
屋
敷
寄
進
状
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
寄
進

　
　
　
　
　
　
（
群
脱
力
）

　
　
　
大
和
国
平
郡
額
田
部
郷
内
小
手
池
田
騨
町
井
馬
司
山
屋
敷
拾
町
事

　
　
右
、
彼
田
屋
敷
等
者
、
為
相
伝
私
領
之
間
、
相
副
沙
弥
行
林
譲
状
以
下
次
第
証

　
　
文
等
、
為
七
日
不
断
釈
迦
念
仏
供
料
、
限
永
代
、
所
奉
寄
進
額
安
寺
也
、
更
不

　
　
可
有
他
妨
之
状
如
件

　
　
　
　
　
弘
安
三
年
二
月
十
二
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

刑
部
丞
平
秀
村
（
花
押
）

　

「馬
司
山
屋
敷
拾
町
」
が
額
安
寺
に
寄
進
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も

に
、
「
小
手
池
田
騨
町
」
が
み
え
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
小
手
池
は
現
在
で
は

埋

め
立
て
ら
れ
、
か
つ
て
の
面
影
は
な
い
が
、
額
田
部
丘
陵
の
西
側
一
帯
に
広
く
灌

減
用
水
を
供
給
し
た
谷
池
で
あ
り
、
額
田
寺
伽
藍
並
条
里
図
に
も
記
さ
れ
た
奈
良
時

代
ま
で
遡
る
重
要
な
池
で
あ
る
。
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（
2
6
）

次
に

文
永
六
年
（
一
二
六
九
）
十
二
月
の
法
橋
寛
継
水
田
売
券
を
み
て
お
き
た
い
。

　
　
（
端
裏
書
）

　
　

＝

町
三
段
文
良
覚
坊
分

　
　
浄
土
院
法
橋
御
房
売
文
東
池
田
殿
池
田
文
」

　
　
沽
却
水
田
事

　
　

合
壱
町
参
段
者
付
疋
田
池

　
　
　
　
　
　
　
　
キ
ル
　
　
　
セ
ぽ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
ロ
ギ
　
　
　
　
　
　
　
じ

　
　
在
額
田
部
庄
内
東
池
田
殿
池
田
也

　
　
　
四
至
坪
付
在
本
券
面

　
　
右
件
水
田
者
、
法
橋
寛
継
相
伝
之
私
領
也
、
而
先
年
令
沽
却
比
丘
尼
浄
観
房
了
、

　
　
難
然
依
有
子
細
、
弁
儲
本
直
畢
、
於
田
者
返
取
者
也
、
而
今
限
直
米
参
拾
参
石
、

　
　
相
具
本
券
永
沽
却
勝
縁
院
了
、
伍
勒
新
券
文
之
状
如
件

　
　
　
　
　
　
　

文
永
陸
年
十
二
月
　
日
　
　
　
　
　
　
　
売
人
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

嫡
男
（
花
押
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
男
（
花
押
）

　
こ
れ
は
寛
継
が
一
町
三
段
の
田
地
を
売
却
し
た
も
の
で
あ
る
。
水
田
の
所
在
地
は

「額
田
部
庄
内
東
池
田
殿
池
田
」
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
付
随
し
て
「
疋
田
池
」
の
名

が

表
れ
て
い
る
。
現
在
疋
田
池
と
い
う
名
称
の
溜
池
は
な
い
が
、
額
田
部
丘
陵
に
は

東
池
と
呼
ば
れ
る
北
に
開
い
た
谷
池
が
存
在
し
、
そ
れ
に
接
し
て
丘
陵
の
北
側
に
広

が
る
田
地
が
、
小
字
「
東
池
」
・
「
殿
ノ
池
」
で
あ
る
。
寛
継
は
前
掲
の
年
欠
額
安
寺

別

当
職
相
伝
次
第
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
安
貞
二
年
（
一
二
二
八
）
に
父
円
位
か

ら
額
安
寺
別
当
職
を
譲
ら
れ
、
弘
長
元
年
（
二
一
六
一
）
に
は
子
息
弁
継
に
伝
え
た

が
、
そ
の
後
す
ぐ
に
一
族
間
で
別
当
職
相
論
を
引
き
起
こ
す
人
物
で
あ
る
。
こ
の
水

田
売
券
の
端
裏
に
「
浄
土
院
法
橋
御
房
売
文
」
と
あ
る
が
、
こ
の
表
現
は
円
位
の
譲

状
に
も
見
え
た
よ
う
に
、
額
安
寺
に
付
属
し
、
別
当
職
と
と
も
に
伝
領
さ
れ
る
浄
土

院
が
住
坊
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
売
券
に
お
い
て
「
東
池
田
・
殿
池
田
」

と
「
疋
田
池
」
と
が
一
体
と
な
っ
て
売
却
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
疋
田
池
」
が

用
水
源
で
あ
っ
た
た
め
と
推
測
で
き
る
。
用
水
系
か
ら
判
断
し
て
、
「
疋
田
池
」
は
東

池
の
こ
と
と
考
え
る
よ
り
他
は
な
い
。
東
池
も
現
在
は
埋
め
立
て
ら
れ
、
わ
ず
か
の

面
積

を
残
す
だ
け
と
な
っ
て
い
る
が
、
や
は
り
伽
藍
並
条
里
図
の
当
該
部
分
に
描
か

れ
て

お
り
、
奈
良
時
代
以
来
の
溜
池
で
あ
っ
た
。
当
然
額
田
部
丘
陵
周
辺
地
域
の
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
7
）

発
に

あ
た
っ
て
は
、
こ
の
よ
う
な
水
源
の
確
保
が
不
可
欠
と
な
る
。
池
の
支
配
と
丘

陵
の
支
配
と
が
無
関
係
で
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
丘
陵
上
に
建
つ
額
安
寺
の
存

在
は

周
辺

開
発
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
前
別

当
寛
継
は
こ
れ
ら
の
田
地
・
溜
池
を
売
却
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
相
手
の
勝
縁
は
や

は

り
春
道
氏
で
、
後
述
す
る
よ
う
に
彼
の
親
族
は
額
安
寺
の
律
宗
寺
院
化
に
深
く
関

わ
っ
て
い
く
。

　

こ
こ
で
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
額
田
部
荘
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の

史
料
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
当
時
こ
の
地
域
は
額
田
部
郷
と
も
、
額
田
部
荘
と
も
呼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

ば
れ
て

い

る
。
文
永
九
年
（
一
二
七
二
）
の
法
橋
寛
継
契
状
は
、
「
額
田
部
庄
九
条
四

里
七

坪
一
段
・
同
八
坪
小
」
を
寛
継
が
沽
却
し
た
と
い
う
風
聞
を
＝
向
無
実
」
と

し
て
否
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
九
条
四
里
七
坪
・
八
坪
は
額
安
寺
の
北
西
す

　
　
　
　
　
　
〔
2
9
）

ぐ
の
地
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
額
田
部
丘
陵
の
重
要
地
域
を
含
む
周
辺
一
帯
が
額
田
部

荘
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
そ
の
性
格
を
伝
え
る
史
料
は
乏
し
く
、
馬
司
の
よ
う
に
別

当
職
に
伴
う
所
領
と
し
て
は
そ
の
名
は
見
え
な
い
。

　
額

田
部
荘
に
つ
い
て
は
、
尋
尊
が
大
乗
院
運
営
の
た
め
の
台
帳
と
し
て
作
成
し
た

『三
箇
院
家
抄
』
で
は
、
大
乗
院
領
の
基
本
史
料
を
集
成
し
た
第
二
巻
の
末
尾
近
く
に
、

平
群
郡
と
い
う
所
在
地
お
よ
び
「
寺
門
反
銭
十
丁
七
反
六
十
歩
」
と
い
う
記
述
の
み

が

み

え
る
。
し
か
し
『
三
箇
院
家
抄
』
や
大
乗
院
関
係
文
書
に
何
度
と
な
く
現
れ
る

大
乗
院
重
色
六
四
荘
園
と
は
全
く
異
な
っ
て
、
あ
ま
り
関
係
史
料
に
は
現
れ
ず
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
3
0
）

た
一
乗
院
領
や
寺
門
領
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
な
い
荘
園
で
あ
る
。
な
お
、
お
茶
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

水
図
書
館
所
蔵
成
警
堂
大
乗
院
文
書
中
の
尋
尊
筆
の
「
諸
荘
段
銭
成
足
帳
」
は
、
大

乗
院
領
荘
園
の
面
積
・
段
銭
額
を
書
き
上
げ
た
後
に
、
「
寺
門
段
銭
公
方
御
下
向
之
時

自
当
納
所
可
進
分
」
と
し
て
、
「
唐
院
納
所
」
と
「
新
坊
納
所
」
が
そ
れ
ぞ
れ
徴
収
を

担
当
す
る
郡
ご
と
に
、
荘
園
名
と
そ
の
面
積
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
新
坊
納
所
」

が

担
当
す
る
平
群
郡
の
中
に
、
『
三
箇
院
家
抄
』
と
同
じ
「
額
田
部
庄
十
丁
七
反
六
十
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ト
」
と
い
う
記
述
が
見
え
る
。

　
段
銭

は
、
一
国
平
均
役
の
基
準
台
帳
で
あ
る
大
田
文
の
公
田
面
積
に
対
し
て
賦
課

さ
れ
る
が
、
興
福
寺
で
は
十
四
世
紀
半
ば
に
な
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
寺
外
の
律
宗
寺

院
大
安
寺
・
唐
招
提
寺
が
奉
行
す
る
体
制
か
ら
、
寺
内
の
唐
院
・
新
坊
が
奉
行
す
る

体
制
に
代
わ
る
。
国
内
の
荘
郷
は
一
乗
院
方
・
大
乗
院
方
・
寺
方
の
三
つ
に
分
類
さ

れ
、
一
乗
院
方
・
大
乗
院
方
は
各
門
跡
領
を
中
心
に
配
下
の
子
院
領
を
併
せ
た
所
領

群
を
、
寺
方
は
そ
の
他
の
本
所
領
お
よ
び
国
衙
領
を
指
す
。
新
坊
は
唐
招
提
寺
を
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

き
継
い
で
、
平
群
・
高
市
・
忍
海
・
葛
上
・
宇
智
の
五
郡
を
管
轄
し
た
。
「
諸
荘
段
銭

成
足
帳
」
に
み
え
る
額
田
部
荘
を
含
む
記
載
は
、
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
足
利
義

政
南
都
下
向
に
伴
う
段
銭
を
賦
課
さ
れ
た
大
乗
院
方
の
荘
園
を
書
き
上
げ
た
も
の
と

思
わ

れ
、
額
田
部
荘
は
大
乗
院
の
中
核
的
な
所
領
で
は
な
い
が
、
広
義
の
大
乗
院
領

を
構
成
す
る
荘
園
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
『
三
箇

院
家
抄
』
に
も
書
き
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
じ
く
成
責
堂
大
乗
院
文
書
中

の

「公
方
御
下
向
寺
門
平
均
段
銭
大
乗
院
方
帳
」
は
、
尋
尊
が
永
享
三
年
（
一
四
三

一
）
年
・
寛
正
六
年
（
一
四
六
五
）
の
公
方
下
向
段
銭
の
納
所
帳
を
召
し
上
げ
て
作

成
し
た
大
乗
院
方
台
帳
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
も
額
田
部
荘
は
「
十
丁
七
反
六
十
ト
」

と
い
う
全
く
同
一
の
面
積
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

　
現
在
の
と
こ
ろ
額
田
部
荘
に
関
し
て
は
こ
の
程
度
の
手
が
か
り
し
か
な
い
が
、
額

安
寺
周
辺
が
額
田
部
荘
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
額
田
部
荘
の
実
態

が
、
別
当
職
譲
状
に
「
同
寺
領
山
林
」
な
ど
と
表
現
さ
れ
る
額
田
部
郷
内
の
額
安
寺

領
を
指
し
て
お
り
、
段
銭
賦
課
権
な
ど
だ
け
に
限
定
さ
れ
た
支
配
権
を
大
乗
院
が
有

し
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
額
安
寺
は
大
乗
院
の
末
寺
で
は
な
く
、

ま
た
額
安
寺
文
書
か
ら
も
大
乗
院
を
通
じ
た
支
配
が
行
わ
れ
て
い
た
形
跡
は
乏
し
い
。

こ
の
よ
う
な
間
接
的
な
所
領
を
荘
と
呼
び
、
段
銭
賦
課
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
他
に

も
あ
る
の
か
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

　
な
お
前
述
の
別
当
寛
継
は
文
永
九
年
（
一
二
六
九
）
に
は
、
別
当
職
を
め
ぐ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蕊
）

一
族
の
法
橋
良
明
（
頼
弘
）
と
相
論
を
行
っ
て
い
る
。
寛
継
が
「
当
職
者
、
自
義
覚

之

手
、
円
位
相
伝
畢
、
即
七
代
相
伝
、
二
百
余
歳
調
度
文
書
、
帯
法
家
勘
状
之
上
、

性
を
文
書
に
よ
っ
て
強
調
す
る
の
に
対
し
、
良
明
は
「
当
職
者
、
自
義
覚
之
手
、
頼

弘
譲
得
之
、
為
幼
少
之
上
、
円
位
者
、
依
為
義
覚
之
甥
、
云
文
書
、
云
所
職
、
預
置

之
畢
」
と
し
て
、
自
分
こ
そ
が
義
覚
の
後
継
者
で
あ
る
と
訴
え
た
。
こ
の
相
論
は
寛

継
が
勝
訴
し
た
ら
し
く
、
別
当
職
は
弁
継
に
譲
ら
れ
て
い
る
が
、
嘉
元
元
年
（
＝
二

〇

三
）
弁
継
が
「
本
願
道
慈
和
尚
以
来
氏
人
伝
而
異
姓
他
人
永
断
望
」
は
ず
の
額
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
き

寺
別
当
職
を
寄
進
し
、
律
僧
止
住
の
寺
と
し
た
た
め
、
再
び
頼
弘
の
孫
道
秀
に
よ
っ

て

別
当
職
が
争
わ
れ
る
。
鎌
倉
後
期
の
額
安
寺
は
周
辺
所
領
を
少
し
ず
つ
集
積
し
て

い

る
が
、
寛
継
に
よ
る
額
田
部
郷
内
の
重
要
田
地
の
売
却
や
別
当
職
相
論
に
示
さ
れ

る
よ
う
に
、
別
当
は
決
し
て
安
定
し
た
寺
院
運
営
が
実
現
で
き
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

嘉
元
三
年
（
＝
二
〇
五
）
の
大
塔
供
養
願
文
は
、
叡
尊
修
造
以
前
の
額
安
寺
の
状
況

を
「
居
諸
移
而
、
礎
石
纏
残
、
営
作
廃
而
、
土
木
空
弛
、
培
有
衣
、
瓦
有
松
焉
、
蓮

宇
徒
為
荊
棘
之
地
、
葺
無
鳳
、
軒
無
鴛
　
、
雁
塔
還
委
推
兎
之
栖
」
と
描
写
し
て
お

り
、
同
じ
く
延
慶
三
年
（
＝
二
↓
○
）
十
二
月
の
前
法
務
大
僧
正
慈
信
金
岡
東
荘
寄

　
蕗
）

進
状
に
は
、
「
興
廃
有
時
、
盛
衰
無
常
、
星
霜
差
積
、
寺
院
荒
蕪
」
と
表
現
さ
れ
て
い

る
。
定
型
化
さ
れ
た
表
現
で
は
あ
る
が
、
事
実
と
し
て
堂
舎
維
持
な
ど
に
困
難
を
き

た
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
建
長

四
年
（
一
二
五
二
）
五
月
四
日
に
、
額
安
寺
善
願
房
春
算
が
縁
仙
房
を
殺
害

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
＞

し
た
た
め
、
本
人
お
よ
び
二
親
等
の
所
領
が
没
収
さ
れ
る
と
い
う
事
件
が
起
き
る
。

春
日
大
社
文
書
中
の
こ
の
事
件
を
記
し
た
史
料
は
、
後
欠
の
た
め
詳
し
い
事
実
は
不

明
で
あ
る
が
、
犯
人
の
兄
弟
良
覚
房
勝
縁
（
号
善
真
房
）
・
聖
順
房
学
恩
ら
は
没
収
さ

れ

た
所
領
畠
四
町
の
一
部
の
返
還
を
要
求
し
た
。
残
さ
れ
た
史
料
か
ら
は
っ
き
り
わ

か

る
の
は
、
城
下
郡
路
西
一
〇
条
三
里
＝
二
坪
に
あ
っ
た
畠
二
段
だ
け
で
あ
る
が
、

そ
の
地
は
額
安
寺
の
南
、
佐
保
川
と
大
和
川
（
初
瀬
川
）
の
合
流
点
を
越
え
た
す
ぐ

南
側
と
な
る
。
こ
の
額
安
寺
春
算
兄
弟
に
つ
い
て
は
、
額
安
寺
文
書
中
に
手
が
か
り
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（
3
8
｝

が

残
さ
れ
て
い
る
。
文
永
二
年
（
一
二
六
五
）
五
月
の
春
道
姉
子
水
田
配
分
状
は
、

姉
子
が
父
学
春
か
ら
相
伝
し
た
城
下
郡
西
郷
一
〇
条
三
里
二
六
坪
に
あ
っ
た
一
段
の

水
田
を
、
三
人
の
子
息
に
配
分
し
た
も
の
で
あ
る
。
紙
背
に
記
さ
れ
た
三
人
の
名

「勝
縁
」
・
「
学
恩
」
・
「
春
算
」
が
完
全
に
一
致
し
、
ま
た
場
所
も
近
接
し
て
い
る
。
額

安
寺
に
入
り
込
ん
で
い
た
春
算
は
別
当
一
族
と
は
異
な
る
春
道
一
族
で
あ
っ
た
こ
と

が

明
ら
か
で
あ
る
が
、
他
の
兄
弟
も
額
安
寺
と
密
接
な
関
係
を
有
し
て
い
た
。
文
永

六
年

（
＝
一
六
九
）
に
額
安
寺
前
別
当
寛
継
か
ら
額
田
部
荘
内
の
「
東
池
田
・
殿
池

田
」
一
町
三
段
を
買
得
す
る
の
は
、
こ
の
勝
縁
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
彼
ら
の

祖
父
学
春
も
額
安
寺
に
居
住
し
、
叡
尊
・
忍
性
の
活
躍
を
支
え
て
、
額
安
寺
律
宗
化

の
基
礎
を
造
る
人
物
で
あ
り
、
そ
の
子
信
空
は
叡
尊
を
継
い
で
二
代
目
西
大
寺
長
老

と
な
る
。
額
安
寺
が
次
第
に
寺
領
を
集
積
し
て
い
っ
た
鎌
倉
後
期
は
、
こ
の
よ
う
に

周
辺
に
所
領
を
持
つ
在
地
の
上
層
ク
ラ
ス
が
額
安
寺
に
入
り
込
ん
で
い
く
時
期
で
あ

　
（
3
9
）

っ
た
。

　
十
三
世
紀
半
ば
頃
に
は
す
で
に
額
安
寺
は
古
代
以
来
の
氏
寺
の
枠
を
越
え
、
所
領

寄
進
・
買
得
や
入
寺
な
ど
を
通
じ
て
、
周
辺
地
域
の
人
々
と
の
関
わ
り
を
深
め
て
い

た
。
額
安
寺
の
地
域
寺
院
化
が
進
行
す
る
に
つ
れ
て
寺
の
性
格
は
変
化
し
、
氏
寺
と

し
て
の
経
営
は
次
第
に
困
難
性
を
増
す
。
そ
の
一
方
で
新
た
に
西
大
寺
流
律
宗
の
叡

尊
・
忍
性
と
の
結
び
つ
き
が
強
め
ら
れ
て
い
く
。
西
大
寺
の
末
寺
化
も
弁
継
の
代
を

待
た
ず
、
実
質
的
に
は
も
っ
と
早
く
進
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

②
律
宗
寺
院
額
安
寺

　
額
安
寺
と
叡
尊
・
忍
性
の
関
係
が
明
確
に
な
る
の
は
、
貞
永
元
年
（
一
二
三
二
）

か

ら
で
あ
る
。
叡
尊
は
、
そ
の
自
叙
伝
と
も
い
う
べ
き
『
金
剛
仏
子
叡
尊
感
身
学

　
（
4
0
）

正
記
』
（
以
下
『
感
身
学
正
記
』
と
略
記
す
る
）
な
ど
に
よ
れ
ば
、
建
仁
元
年
（
一
二

〇
一
）
五
月
に
源
義
仲
の
後
商
と
称
し
た
興
福
寺
の
学
侶
慶
玄
の
子
と
し
て
、
大
和

国
添
上
郡
箕
田
（
現
大
和
郡
山
市
白
土
）
に
生
ま
れ
、
建
保
五
年
（
二
二
七
）
に

出
家
、
嘉
禎
元
年
（
一
；
二
五
）
に
は
西
大
寺
に
住
し
た
。
以
後
、
多
く
の
研
究
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
戒
律
を
復
興
し
、
多
く
の
寺
院
の
再
興
や
非
人
の
救

済
な
ど
、
様
々
な
宗
教
活
動
を
積
極
的
に
展
開
し
た
。
一
方
忍
性
で
あ
る
が
、
『
性
公

　
　
Ω
）

大
徳
譜
』
に
よ
れ
ば
、
建
保
五
年
（
一
二
一
七
）
伴
貞
行
の
子
と
し
て
大
和
国
城
下

郡
屏
風

（現
磯
城
郡
三
宅
町
屏
風
）
に
生
ま
れ
、
「
貞
永
元
年
十
六
歳
、
母
儀
逝
去
訪

菩
提
、
居
額
安
寺
経
八
旬
、
同
年
剃
髪
而
出
家
」
し
た
と
い
う
。
忍
性
の
出
家
の
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

き
さ
つ
に
つ
い
て
は
、
『
律
苑
僧
宝
伝
』
霊
鷲
山
極
楽
寺
忍
性
菩
薩
伝
に
、
「
十
有
六
、

母
染
疾
、
師
侍
湯
薬
、
未
嘗
廃
離
、
荻
将
棘
時
、
謂
師
日
、
死
即
死
、
所
可
憾
者
未

見
子
之
沙
門
相
爾
、
師
即
薙
髪
為
僧
、
及
母
喪
悲
哀
過
礼
、
念
親
恩
難
報
、
至
額
安

寺
、
請
僧
衆
作
仏
事
、
且
図
文
殊
像
七
軽
、
安
置
諸
刹
、
以
助
冥
福
」
と
あ
り
、
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭
）

た
『
本
朝
高
僧
伝
』
相
州
極
楽
寺
沙
門
忍
性
伝
に
は
簡
略
に
、
「
十
六
母
没
、
入
額
安

寺
出
家
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
忍
性
が
、
母
の
死
を
き
っ
か
け
に
額
安
寺
で
出
家

し
た
こ
と
は
諸
本
が
一
致
し
て
い
る
。
そ
の
後
忍
性
は
、
延
応
元
年
（
一
二
三
九
）

に

西
大
寺
で
叡
尊
か
ら
十
重
戒
を
受
け
る
が
、
そ
の
時
の
忍
性
の
言
葉
を
『
感
身
学

正
記
』
は
記
し
て
い
る
。

　
　
涙
流
答
日
、
某
甲
為
父
母
一
男
子
、
故
父
母
共
崇
異
他
、
就
中
母
殊
悲
哀
過
丁

　
　
常
例
、
母
為
病
侵
命
迫
旦
暮
、
願
見
沙
門
形
、
故
俄
剃
髪
着
法
衣
、
弥
悲
将
来
、

　
　
夏
冬
無
侍
、
而
不
厭
楊
土
、
不
欣
浄
土
、
唯
悲
忍
性
将
来
之
憂
苦
、
而
息
絶
魂

　
　
去
、
於
是
某
甲
齢
十
六
歳
、
報
恩
謝
徳
無
力
、
抜
苦
与
楽
失
術
、
唯
仰
本
尊
文

　
　
殊
威
力
、
当
十
三
年
忌
辰
、
奉
図
七
捕
文
殊
、
安
置
当
国
七
宿
、
毎
月
二
十
五

　
　

日
、
一
昼
一
夜
不
断
令
唱
文
殊
宝
号
、
以
所
生
功
徳
、
送
亡
母
之
生
所
、
為
解

　
　
脱
之
勝
因
、
果
此
宿
願
耳
、
当
出
家
学
道
云
々

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
十
六
歳
で
忍
性
が
出
家
し
た
と
い
う
の
は
、
死
期
が
迫
っ
た
母

が

忍
性
の
出
家
し
た
姿
を
見
た
い
と
望
ん
だ
た
め
、
俄
に
剃
髪
し
、
法
衣
を
着
た
の

で

あ
っ
た
と
い
う
。
そ
し
て
母
の
十
三
年
忌
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
、
七
幅
の
文
殊

菩
薩
を
図
絵
し
て
、
大
和
の
七
宿
に
安
置
し
、
供
養
し
た
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ

の

よ
う
に
額
安
寺
で
の
出
家
は
仮
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
が
な
ぜ
額
安
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寺
で
あ
っ
た
の
か
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。
可
能
性
と
し
て
は
、
忍
性
が
生
ま
れ
た
城

下
郡
屏
風
が
、
額
安
寺
の
南
、
大
和
川
・
寺
川
を
越
え
た
比
較
的
近
い
距
離
に
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

日
常
的
な
つ
な
が
り
が
想
定
で
き
る
と
と
も
に
、
こ
れ
か
ら
述
べ
る
馬
司
乗
詮
や
額

安
寺
学
春
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
、
額
安
寺
を
一
つ
の
核
と
し
た
地
域
的
な
信
仰
の
ネ

ッ

ト
ワ
ー
ク
が
以
前
か
ら
存
在
し
、
そ
れ
に
連
な
っ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
あ
げ
ら

れ
よ
う
。

　
以
下
、
『
感
身
学
正
記
』
か
ら
額
安
寺
と
叡
尊
・
忍
性
の
関
わ
り
を
示
す
部
分
を
摘

記
す
る
。

　
A
仁
治
元
年
（
↓
二
四
〇
）

　
　
正
月
、
忍
性
亦
来
日
、
去
年
秋
所
申
、
幼
少
時
立
願
、
此
春
奉
図
絵
文
殊
尊
像

　
　
一
捕
、
安
置
額
安
寺
之
西
辺
之
宿
、
令
彼
宿
輩
、
受
持
一
昼
夜
斎
戒
、
致
開
眼

　
　
供
養
之
軌
則
、
擬
遂
報
恩
謝
徳
之
素
願
、
其
後
可
遂
出
家
、
普
通
昌
導
芳
有
憧
、

　
　
下
向
如
形
作
法
授
八
斎
戒
乎
云
々
、
三
月
六
日
、
致
其
作
法
、
是
人
非
人
持
斎

　
　
及

四
百
人
云
々
、
受
菩
薩
戒
人
三
十
人
也
、
彼
忍
性
、
三
月
末
出
家
、
四
月
三

　
　
日
、
受
十
戒
、
十
一
日
、
受
具
、
（
以
下
略
）

　
B
同
二
年
二
二
四
こ

　
　
（
中
略
）
或
時
忍
性
来
下
日
、
馬
司
住
人
乗
詮
舜
蓮
房
語
忍
性
日
、
毎
非
人
宿
安

　
　
置
文
殊
之
願
、
不
可
思
議
、
奉
図
絵
一
捕
可
安
置
何
宿
云
々
、
又
長
岳
寺
継
実

　
　
理
観
房
奉
安
置
三
輪
宿
、
送
如
形
供
養
物
云
々
、
可
致
開
眼
讃
歎
云
々
、
即
十
↓

　
　
月
十
八
日
、
於
三
輪
宿
奉
開
眼
讃
歎
、
其
間
予
思
惟
、
離
名
聞
利
養
、
清
浄
之

　
　
作
善
行
事
如
之
、
奉
図
絵
一
捕
文
殊
、
於
悲
母
墓
所
辺
和
爾
宿
、
安
置
供
養
、

　
　
誓
心
決
定

　
C
同
三
年
（
一
二
四
二
）

　
　
正
月
、
忍
性
又
日
、
馬
司
乗
詮
、
又
発
七
宿
別
供
養
後
、
可
遂
惣
供
養
之
願
、

　
　
為
成
此
願
、
勧
父
母
親
友
、
始
四
恩
講
、
為
開
白
可
下
向
云
々
、
随
喜
彼
願
、

　
　
下
向
馬
司
、
因
額
安
寺
住
学
春
善
春
房
、
為
受
菩
薩
戒
、
勧
請
彼
家
、
以
十
八
日
、

　
　
於
彼
持
仏
堂
弥
陀
如
来
御
前
、
廿
五
人
授
菩
薩
戒
、
廿
五
日
、
遂
和
爾
文
殊
供

　
　

養
了
、
二
月
上
旬
、
於
額
安
寺
前
屋
、
開
講
梵
網
経
古
述
、
十
二
日
、
於
持
仏

　
　

堂
、
五
十
四
人
授
菩
薩
戒
、
当
家
末
子
童
子
字
松
石
、
有
出
家
志
、
父
母
許
之
、

　
　

十
三
日
、
帰
本
寺
、
十
六
日
夕
方
、
松
石
童
子
来
、
三
月
十
日
、
与
舎
弟
源
景

　
　
親
息
曼
殊
童
子
、
同
時
与
剃
髪
、
授
五
戒
、
瓢
鮪
㌔
廟
離
編
囎
房
（
以
下
略
）

　

D
寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）

　
　

二
月
、
依
去
年
之
約
束
、
於
額
安
寺
学
春
善
春
房
持
仏
堂
、
講
梵
網
経
下
巻
古
　
、

　
　
此

間
重
遂
当
寺
西
宿
文
殊
供
養
、
廿
五
日
、
於
大
路
堂
市
庭
、
遂
当
宿
等
四
箇

　
　
宿
文
殊
供
養
、
（
以
下
略
）

　

E
同
二
年
（
↓
二
四
四
）

　
　

二
月
廿
四
日
、
（
中
略
）
、
廿
五
日
、
於
今
里
野
構
作
仮
屋
、
奉
請
諸
宿
文
殊
、

　
　
調

儲
斎
粥
等
、
供
一
千
余
非
人
、
遂
乗
詮
所
立
之
惣
供
養
畢
、
翌
日
、
為
忍
性

　
　
亡
母
十
三
年
之
追
善
、
移
住
結
崎
屏
風
、
（
以
下
略
）

　

A
に
よ
れ
ば
、
西
大
寺
で
叡
尊
と
再
会
し
た
忍
性
は
、
額
安
寺
の
西
辺
の
宿
に
図

絵
し
た
文
殊
菩
薩
像
を
安
置
し
、
宿
の
輩
に
一
昼
夜
斎
戒
さ
せ
、
開
眼
供
養
を
行
な

っ

た
後
、
出
家
す
る
こ
と
を
申
し
出
た
。
叡
尊
は
そ
の
願
い
通
り
、
非
人
四
〇
〇
人

に
八
斎
戒
を
、
三
〇
人
に
菩
薩
戒
を
授
け
、
忍
性
も
出
家
す
る
。
当
時
額
安
寺
西
辺

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

に
は
非
人
宿
が
成
立
し
て
い
た
が
、
こ
の
宿
は
額
田
部
宿
と
も
よ
ば
れ
、
宿
の
非
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

た
ち
は
額
安
寺
西
山
の
惣
墓
の
葬
送
に
携
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
B
で

は
、
忍
性
は
馬
司
住
人
乗
詮
舜
蓮
房
の
非
人
宿
毎
に
文
殊
の
画
像
を
安
置
し
た
い
と

い

う
願
い
な
ど
を
叡
尊
に
伝
え
て
い
る
が
、
こ
の
馬
司
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
額
田

部
丘
陵
の
北
東
、
額
安
寺
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
地
域
で
あ
る
。
文
殊
菩
薩
に
対

す
る
信
仰
は
、
決
し
て
忍
性
だ
け
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
叡
尊
の
活
動
以
前
か
ら
、

こ
の
地
域
で
は
文
殊
信
仰
が
深
く
在
地
に
浸
透
し
て
お
り
、
忍
性
も
そ
の
一
人
に
過

　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

C
で
は
乗
詮
は
忍
性
を
通
じ
て
、
七
宿
毎
の
供
養
が
終
わ
っ
た
後
の
惣
供
養
を
行

う
た
め
、
父
母
親
友
に
勧
め
て
四
恩
講
を
始
め
る
た
め
に
叡
尊
の
下
向
を
求
め
た
。

叡
尊
は
馬
司
に
下
向
す
る
際
、
額
安
寺
に
住
む
学
春
善
春
房
の
家
に
迎
え
ら
れ
、
そ
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の
持
仏
堂
の

阿
弥
陀
如
来
の
前
で
、
二
五
人
に
菩
薩
戒
を
授
け
て
い
る
。
ま
た
叡
尊

は

額
安
寺
の
前
屋
で
梵
網
経
古
　
を
開
講
し
、
学
春
の
持
仏
堂
で
五
四
人
に
菩
薩
戒

を
授
け
た
が
、
そ
の
後
学
春
の
末
子
松
石
は
叡
尊
の
舎
弟
源
景
親
の
息
子
曼
殊
と
同

時
に
剃
髪
し
た
。
翌
年
に
も
D
に
あ
る
よ
う
に
、
叡
尊
は
額
安
寺
学
春
の
持
仏
堂
で
、

梵
網
経
下
巻
古
　
を
講
じ
、
重
ね
て
額
安
寺
西
宿
で
文
殊
供
養
を
行
な
い
、
そ
し
て

E
に
み
え
る
よ
う
に
、
寛
元
二
年
（
一
二
四
四
）
に
は
乗
詮
の
立
願
し
た
文
殊
画
像

の
惣
供
養
を
行
な
っ
て
い
る
。

　
で
は

こ
こ
に
登
場
す
る
人
々
を
、
も
う
一
度
額
安
寺
と
の
関
わ
り
か
ら
整
理
し
て

い
こ
う
。

　
忍
性
以
上
に
文
殊
信
仰
に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
馬
司
乗
詮
は
、
西
大
寺
叡
尊
像
納

　
　
へ
4
9
＞

入
文

書
中
の
弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）
九
月
十
日
の
西
大
寺
有
恩
過
去
帳
の
中
に
、

そ
の
名
を
見
せ
て
い
る
。
額
安
寺
学
春
善
春
房
は
、
同
文
書
中
の
同
日
付
「
近
住
男

女
交
名
」
中
の
「
西
大
寺
現
在
近
住
男
分
」
に
「
善
春
房
」
と
あ
り
、
同
じ
く
同
年

九

月
十
二
日
「
西
大
寺
西
僧
房
造
営
同
心
合
力
奉
加
帳
」
中
の
「
当
寺
近
住
男
分
十

一
貫
二
百
文
之
内
」
の
筆
頭
に
「
三
貫
文
善
春
房
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
後
に
は
額

安
寺
か
ら
出
て
西
大
寺
に
移
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
学
春
は
前
述
し
た
よ
う
に
額

田
部
周
辺
に
勢
力
を
有
す
る
土
豪
春
道
氏
の
一
族
で
、
末
子
松
石
は
信
空
慈
道
房
と

名
乗
り
、
叡
尊
死
後
第
二
代
西
大
寺
長
老
と
な
る
。
信
空
は
後
宇
多
上
皇
の
帰
依
を

得
て
、
全
国
の
国
分
寺
を
西
大
寺
の
子
院
と
し
て
お
り
、
死
後
に
は
後
醍
醐
天
皇
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

ら
慈
真
和
尚
を
追
号
さ
れ
る
が
、
貞
和
六
年
（
一
三
五
〇
）
三
月
十
二
日
額
田
寺
新

　
　
（
5
1
）

故
禁
制
に
、
「
当
寺
者
慈
真
和
尚
誕
生
」
の
地
と
あ
る
よ
う
に
、
額
安
寺
で
生
ま
れ
た

の
で

あ
る
。
信
空
は
嘉
元
三
年
（
二
二
〇
五
）
四
月
に
は
額
安
寺
の
結
界
修
法
を
行

い
、
同
十
月
に
は
大
塔
供
養
願
文
を
記
す
な
ど
、
額
安
寺
と
深
い
関
わ
り
を
持
ち
続

け
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ω
）

　
額
安
寺
に
春
道
姓
の
学
春
ら
が
居
住
し
て
い
た
よ
う
に
、
額
安
寺
は
額
田
部
・
宗

岡
氏
の
氏
寺
と
い
う
性
格
を
越
え
て
、
地
域
の
寺
院
と
し
て
変
貌
を
遂
げ
つ
つ
あ
っ

た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
地
域
的
な
信
仰
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
重
要
な
要
素
が
文
殊
信

仰
で
あ
っ
た
。
額
安
寺
に
は
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
天
平
期
の
乾
漆

虚
空
蔵
菩
薩
半
跡
像
と
と
も
に
、
同
じ
く
重
要
文
化
財
の
藤
原
期
の
木
像
文
殊
菩
薩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
｝

騎
獅
像
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
近
世
前
期
に
額
田
部
村
か
ら
分
村
し
た
西
村

（現
西
町
）
の
良
福
寺
に
も
、
十
三
世
紀
前
半
の
作
と
推
測
さ
れ
る
文
殊
菩
薩
騎
獅
像

が

伝
え
ら
れ
て
お
り
、
像
内
に
は
文
殊
経
に
も
と
つ
く
貧
民
救
済
を
目
的
と
し
て
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

縁
勧
進
さ
れ
、
追
善
供
養
の
意
味
も
込
め
ら
れ
た
印
仏
が
納
入
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
の
頃
の
額
安
寺
別
当
が
寛
継
・
弁
継
で
あ
る
が
、
既
述
の
如
く
、
氏
寺
と
し
て

の
経
営
は
破
綻
に
瀕
し
て
い
た
。
叡
尊
像
納
入
文
書
の
弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）
九

月
十
二
日
「
西
大
寺
西
僧
房
造
営
同
心
合
力
奉
加
帳
」
に
は
「
額
安
寺
八
貫
文
」
と

あ
る
よ
う
に
、
西
大
寺
へ
の
多
額
の
寄
附
が
行
わ
れ
て
い
た
。
同
五
年
（
一
二
八
二
）

十
一
月
に
は
、
叡
尊
が
道
慈
の
造
ら
せ
た
と
い
う
額
安
寺
本
尊
虚
空
蔵
菩
薩
像
の
修

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

補
、
開
眼
供
養
を
行
っ
て
い
る
よ
う
に
、
本
尊
の
維
持
も
別
当
の
手
か
ら
離
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
嘉
元
元
年
（
ニ
ニ
〇
三
）
の
弁
継
に
よ
る
別
当
職
寄
進
を
待
つ
ま
で

も
な
く
、
弘
安
年
間
に
は
す
で
に
西
大
寺
の
末
寺
的
色
彩
が
強
め
ら
れ
て
い
た
。
そ

し
て
永
仁
六
年
（
一
二
九
八
）
に
は
、
忍
性
は
幕
府
に
申
請
し
、
額
安
寺
を
含
む
西

大
寺
・
唐
招
提
寺
・
般
若
寺
・
海
竜
王
寺
・
大
安
寺
・
竹
林
寺
・
法
華
寺
な
ど
三
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

力
寺
を
、
関
東
祈
繍
寺
と
し
て
い
る
。

　
西
大
寺
末
寺
の
律
宗
寺
院
と
な
っ
て
間
も
な
い
嘉
元
三
年
（
一
三
〇
五
）
四
月
、

額
安
寺
で
は
西
大
寺
長
老
信
空
を
掲
磨
師
と
す
る
結
界
修
法
が
行
わ
れ
た
。
金
沢
文

庫
所
蔵
の
『
結
界
唱
相
』
は
、
額
安
寺
な
ど
九
力
寺
の
結
界
唱
相
の
内
容
を
記
録
し

た
も
の
で
あ
る
。
結
界
唱
相
と
は
、
堂
塔
の
伽
藍
を
建
立
す
る
際
に
寺
域
に
ふ
さ
わ

し
い
場
所
・
環
境
を
選
び
、
結
界
さ
れ
た
表
示
物
・
標
幟
を
一
定
の
規
則
に
よ
り
榜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

示

し
な
が
ら
文
章
化
し
た
告
白
文
で
あ
り
、
額
安
寺
の
場
合
は
、
忍
性
の
宿
願
を
引

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
魍

き
継
い
だ
信
空
の
五
重
塔
造
立
に
伴
う
も
の
と
思
わ
れ
る
。
冒
頭
部
分
を
あ
げ
よ
う
。

　
　
額
安
寺
大
界
相

　
　
従
当
寺
東
南
角
塙
柱
外
角
、
妾
培
外
畦
西
下
至
南
大
門
東
垣
形
外
角
（
以
下
略
）

　

こ
の
よ
う
に
額
安
寺
の
東
南
角
塙
柱
外
角
か
ら
始
ま
り
、
西
下
し
、
南
大
門
に
至
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る
。
そ
れ
か
ら
門
の
内
を
巡
っ
て
後
、
西
南
角
を
経
て
北
下
し
、
西
土
門
に
至
っ
て
、

門
の
内
を
巡
る
。
そ
の
ま
ま
離
を
北
下
し
、
西
北
角
の
標
石
を
廻
っ
て
か
ら
は
東
に

向
か
い
、
東
北
角
の
垣
形
外
角
か
ら
は
、
南
下
し
て
東
門
に
至
る
。
そ
し
て
門
の
内

を
巡
っ
た
後
に
東
南
角
培
柱
外
角
に
戻
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
門
の
構
造
や

お
お
ま
か
な
寺
地
の
形
状
を
復
原
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
奈
良
時
代
の
額
田
寺
伽

藍
と
も
、
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）
の
額
安
寺
図
と
も
、
東
部
で
相
違
し
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。

　
額
安
寺
の
律
宗
寺
院
化
が
進
行
す
る
と
と
も
に
、
額
安
寺
の
墓
寺
と
し
て
の
性
格

東
北

角
垣
形
南
下
　
　
角
柱

下東西北角標石

角
柱
　
　
南
下
　
　
東
南
角
塙
柱

」
　
下

南西下
下

南

下東下」
　
下

下西下西

東
南
角
塘
柱

図2　額安寺結界模式図

も
顕
著
に
な
る
。
額
田
部
丘
陵
周
辺
は
奈
良
盆
地
北
西
部
に
お
け
る
古
墳
の
集
中
分

布
地
域
の
一
つ
で
あ
り
、
額
田
寺
伽
藍
並
条
里
図
に
も
、
船
墓
古
墳
・
額
田
部
狐
塚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弱
）

古
墳

な
ど
多
く
の
古
墳
が
「
墓
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
た
。
中
世
に
も
こ
の
地
域
に

は

墓
地
が

営

ま
れ
て
お
り
、
西
山
に
惣
墓
が
あ
っ
た
の
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
ま

た
現
在
額
安
寺
境
内
の
北
、
伽
藍
並
条
里
図
に
「
墓
」
と
記
さ
れ
た
鎌
倉
山
古
墳
の

す
ぐ
西
に
、
「
鎌
倉
墓
」
と
俗
称
さ
れ
る
、
鍵
状
に
配
置
さ
れ
た
五
輪
塔
群
が
位
置
す

る
。
近
世
の
も
の
一
基
を
除
い
た
他
の
八
基
（
そ
の
う
ち
二
基
は
銘
を
有
す
る
）
は
、

い
ず
れ
も
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
お
り
、
昭
和
五
十
七
・
五
十
八
年
（
一
九
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

二
・

八

三
）
に
は
解
体
修
理
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
南
端
の
建
立
当
初
の
位
置

を
保
つ
大
型
五
輪
塔
1
の
台
座
下
地
中
の
石
櫃
の
中
か
ら
忍
性
の
金
銅
舎
利
瓶
器
な

ど
が
発
見
さ
れ
、
嘉
元
元
年
（
一
三
〇
三
）
鎌
倉
極
楽
寺
で
入
寂
し
た
忍
性
の
遺
骨

を
、
極
楽
寺
・
大
和
竹
林
寺
・
額
安
寺
に
三
分
し
て
葬
っ
た
と
い
う
忍
性
塔
で
あ
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
忍
性
塔
の
北
側
五
輪
塔
皿
の
地
輪
底
部
の
納
置
穴
か
ら
は
、

鎌
倉
極
楽
寺
第
三
代
長
老
善
願
（
嘉
暦
元
年
〈
＝
二
二
六
〉
入
滅
）
の
金
銅
円
筒
形

骨
蔵
器

と
、
そ
の
弟
子
観
恵
房
（
同
年
入
滅
）
の
銅
円
筒
形
骨
蔵
器
も
見
つ
か
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

彼

ら
も
忍
性
に
な
ら
っ
て
分
骨
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
忍
性
塔
の
周
辺
に
は

十
六
世
紀
に
、
追
葬
を
目
的
と
し
た
埋
葬
施
設
で
あ
る
土
墳
が
穿
た
れ
て
い
た
。
地

下
調
査
に
よ
っ
て
、
忍
性
の
大
型
五
輪
塔
以
外
は
江
戸
中
期
以
降
に
移
動
し
て
現
在

の
配
置
に
な
っ
た
こ
と
も
判
明
し
た
が
、
こ
の
五
輪
塔
群
は
寛
永
十
一
年
（
一
六
三

四
）
の
額
安
寺
図
に
も
描
か
れ
て
お
り
、
確
か
に
現
在
と
は
異
な
っ
た
配
列
と
な
っ

て

い

る
。
額
安
寺
図
に
五
輪
塔
群
は
「
頼
朝
公
廟
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
近
世
の

　
　
　
　
（
磐

「額
安
寺
縁
起
」
に
は
、

　
　
一
、
鎌
倉
墓

　
　
大
石
五
輪
塔
者
、
忍
性
菩
薩
御
廟
塔
、
則
骨
等
納
、
額
安
寺
縁
起
二
在
之

　
　
日
本
三
ケ
所
江
被
納
、
鎌
倉
極
楽
寺
、
生
駒
山
竹
林
寺
ト
当
寺
ト
ナ
リ

　
　
次
塔
者
鎌
倉
極
楽
寺
三
代
長
老
善
願
上
人
骨
塔
ナ
リ
、
則
内
二
金
壷
二
書
付
等

　
　
　
在
之
、
別
記
ス
ル
ナ
リ
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（
マ
マ
）

　
　
次
ハ
比
丘
障
尊
是
ハ
興
正
ノ
第
子
ニ
テ
則
西
大
寺
光
明
大
会
開
白
之
時
、
律
方

　
　
　
知
事
之
僧
ナ
リ

　
　
次
ハ
源
頼
朝
公

　
　
次
ハ
尼
将
軍

　
　
次
ハ
西
明
寺
時
頼
入
道

　
　
次
ハ
義
時
公
ナ
リ

　
　
以
上
鎌
倉
墓
寺
号
ヲ
極
楽
寺
ト
申
伝
、
鎌
倉
極
楽
寺
開
山
忍
性
菩
薩
閑
居
之
所

　
　
　
也
、
故
極
楽
寺
ト
申
、
近
代
寺
号
無
之

と
あ
り
、
忍
性
・
善
願
に
つ
い
て
は
、
調
査
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
伝
承
が
存
在
し
て
い

た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。
次
に
記
さ
れ
た
比
丘
障
尊
は
、
五
輪
塔
W
（
西
側
南
よ
り

四
基
目
）
地
輪
正
面
に
、

　
　
　
　

永
仁
五
年

　
　
比
丘
璋
尊
口
口

　
　
　
　
十
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
〔
6
3
）

と
刻
銘
さ
れ
て
い
る
璋
尊
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
璋
尊
は
縁
起
に
は
興
正
菩
薩
叡
尊
の

弟
子
で
、
西
大
寺
光
明
大
会
開
白
時
の
律
方
知
事
僧
で
あ
っ
た
と
い
う
が
、
『
感
身
学

正
記
』
に
よ
れ
ば
、
文
永
四
年
（
二
一
六
七
）
七
月
二
十
五
日
の
般
若
寺
丈
六
文
殊

像
の
開
眼
供
養
に
お
い
て
、
道
俊
と
共
に
「
各
持
帳
文
、
調
二
行
列
、
即
各
打
金
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
列
）

導
衆
僧
、
経
僧
房
左
右
、
入
従
堂
後
戸
、
随
標
次
第
烈
座
、
三
礼
之
後
着
座
」
す
る

と
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
叡
尊
が
造
立
し
た
西
大
寺
壇
塔
の
文
永
七
年
二

　
　
　
　
　
　
　
　
（
9

二
七

〇
）
六
月
一
日
の
銘
に
は
、
「
本
願
主
西
大
寺
衆
首
沙
門
叡
尊
」
ら
の
名
と
と
も

に
、
「
行
事
比
丘
」
と
し
て
璋
尊
の
名
が
見
え
る
ほ
か
、
西
大
寺
叡
尊
像
納
入
文
書
の

弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）
九
月
十
日
「
授
菩
薩
戒
弟
子
交
名
」
中
の
「
比
丘
衆
」
に
、

「大
和
国
人
璋
尊
　
観
玄
房
」
と
あ
る
。
ま
た
正
応
三
年
（
＝
一
九
〇
）
の
『
西
大
寺

　
　
　
　
　
　
　
6
）

叡
尊
上
人
遷
化
之
記
』
に
よ
れ
ば
、
璋
尊
は
叡
尊
臨
終
の
際
に
は
南
間
に
伺
候
し
、

葬
送
時
に
は
輿
を
昇
き
、
茶
毘
後
の
「
分
物
作
法
」
に
お
い
て
も
重
要
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
よ
う
に
、
叡
尊
の
身
近
に
仕
え
た
律
僧
で
あ
っ
た
。
「
西
大
寺
光
明
真
言

　
　
命
）

過
去
帳
」
に
は
、
「
当
寺
開
山
長
老
興
正
菩
薩
」
の
少
し
後
に
「
観
玄
房
　
額
安
寺
」

の
名
が
記
さ
れ
て
お
り
、
観
玄
房
璋
尊
は
間
違
い
な
く
額
安
寺
に
居
住
し
て
い
た
の

　
　
（
6
7
）

で
あ
る
。

　

し
か
し
な
ぜ
近
世
に
頼
朝
や
尼
将
軍
政
子
ら
の
墓
が
額
安
寺
に
存
在
す
る
と
伝
え

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
縁
起
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
鎌
倉
墓
」

と
い
う
名
称
自
体
は
忍
性
の
鎌
倉
極
楽
寺
に
由
来
し
て
お
り
、
こ
の
「
鎌
倉
」
と
い

う
語
感
や
、
忍
性
が
極
楽
寺
を
拠
点
に
北
条
時
頼
を
始
め
と
す
る
鎌
倉
幕
府
中
枢
部

と
密
接
な
関
係
を
有
し
た
事
実
が
、
幕
府
を
最
も
体
現
す
る
人
物
で
あ
る
頼
朝
・
政

子
に

結
び

つ
い
た

の

で

あ
ろ
う
が
、
現
実
に
も
額
安
寺
に
幕
府
関
係
者
の
墓
地
が
営

ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
五
輪
塔
珊
（
北
側
東
端
）
地
輪
正
面
に
は
、

　
　
　
　
　
永
仁
五
年

　
　
従
五
位
上
丹
波
守
平
朝
臣
盛
房
口
口
口

　
　
　
　
　
七
月
八
日

と
刻
銘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
六
波
羅
探
題
南
方
北
条
盛
房
の
墓
と
考
え
ら
れ
て

い

る
。
『
尊
卑
分
豚
』
に
よ
れ
ば
盛
房
は
、
初
代
六
波
羅
探
題
南
方
・
連
署
に
就
任
し

た
北
条
時
房
の
曾
孫
、
六
波
羅
探
題
南
方
・
越
後
守
で
あ
っ
た
時
盛
の
孫
で
、
弘
安

十
一
年
（
一
二
八
八
）
二
月
十
九
日
か
ら
永
仁
五
年
（
一
二
九
七
）
五
月
十
六
日
ま

で
六
波
羅
探
題
南
方
の
地
位
に
あ
り
、
丹
波
守
従
五
位
下
に
至
り
、
永
仁
五
年
七
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
槌
）

九
日
に
五
十
六
歳
で
死
没
し
て
い
る
。
ま
た
『
北
条
九
代
記
』
に
は
、

　
　
盛

房
縦
嬬
下
丹
婆

　
　
　
越
後
守
時
盛
孫
三
郎
政
氏
男
、
弘
安
五
年
二
月
廿
八
日
任
右
近
将
監
、
同
日

　
　
叙
爵
、
同
九
年
六
月
六
日
為
引
付
衆
、
同
十
年
十
月
為
評
定
衆
、
正
応
元
年
二

　
　
月
為
六
波
羅
、
同
八
月
廿
七
日
任
丹
波
守
、
同
二
年
八
月
廿
日
叙
従
五
位
下
、

　
　
永
仁
五
年
五
月
下
向
関
東
、
同
七
月
八
日
卒
、
五
＋
六

と
記
す
。
五
輪
塔
銘
文
と
は
細
部
で
相
違
し
て
い
る
が
、
同
一
人
物
と
考
え
る
よ
り

他
は
な
い
。
盛
房
と
西
大
寺
流
律
宗
と
の
関
係
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う

な
幕
府
中
枢
に
近
い
人
物
の
墓
の
存
在
も
、
頼
朝
・
政
子
ら
の
墓
地
伝
承
を
生
み
出
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す
一
因
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
延
慶
三
年
（
一
三
一
〇
）
十
二
月
二
十
一
日
、
前
法
務
大
僧
正
慈
信
は
別
相
伝
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
6
9
）

備
前
国
金
岡
東
荘
領
家
職
を
額
安
寺
に
寄
進
す
る
。
こ
の
寄
進
は
元
亨
元
年
（
一
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
1
）

二
一
）
九
月
二
十
日
の
後
宇
多
院
宣
、
同
二
十
一
日
の
藤
氏
長
者
一
条
内
経
宣
、
建

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
2
）

武

四
年
（
一
三
三
七
）
八
月
二
十
八
日
の
光
厳
院
院
宣
な
ど
に
よ
っ
て
繰
り
返
し
安

堵

さ
れ
た
。
慈
信
は
正
嘉
元
年
（
一
二
五
七
）
に
摂
政
関
白
一
条
実
経
息
子
と
し
て

生

ま
れ
、
弘
安
六
年
（
一
二
八
三
）
尊
信
（
九
条
教
実
の
子
、
道
家
の
孫
）
入
滅
後
、

大
乗
院
門
跡
を
継
承
し
た
の
を
始
め
、
大
乗
院
門
主
に
三
度
、
興
福
寺
別
当
に
も
六

度
就
任
し
、
ま
た
永
仁
元
年
（
一
二
九
三
）
か
ら
同
五
年
に
か
け
て
興
福
寺
一
乗
院

と
大
乗
院
が
激
し
く
争
っ
た
南
都
闘
乱
の
主
役
を
演
ず
る
な
ど
、
中
世
興
福
寺
史
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
3
）

お
い
て
も
特
筆
さ
れ
る
人
物
の
↓
人
で
、
正
中
二
年
（
一
三
二
五
）
↓
月
二
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
7
4
）

六
十
九
歳
で
菩
提

山
報
恩
院
に
て
入
寂
し
て
い
る
。
で
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
南
都
を

代
表
す
る
地
位
に
あ
っ
た
慈
信
が
、
興
福
寺
・
西
大
寺
の
末
寺
に
す
ぎ
な
い
額
安
寺

に

金
岡
東
荘
領
家
職
を
寄
進
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
寄
進
状

に
は
、
額
安
寺
が
聖
徳
太
子
の
熊
凝
精
舎
や
大
安
寺
を
建
立
し
た
道
慈
に

関
わ
る
聖
跡
で
あ
る
こ
と
、
叡
尊
・
忍
性
・
信
空
が
興
隆
に
携
わ
っ
た
こ
と
な
ど
を

述
べ
た
後
、

　
　
麦
慈
信
慕
徳
之
思
口
浅
、
与
善
之
志
惟
深
、
然
間
卜
松
墳
口
此
地
、
資
菩
提
之

　
　
要
路
、
至
恩
所
口
齢
納
置
遺
骨
、
廼
以
備
前
国
金
岡
東
庄
、
永
代
所
寄
附
此
額

　
　
安
寺
也
、
早
為
口
一
円
之
管
領
、
宜
宛
追
善
万
代
之
料
、
当
庄
者
為
別
相
伝
之

　
　
地
、
非
院
家
領
、
然
者
後
代
院
務
等
、
全
不
可
及
口
入
、
且
相
伝
文
書
等
、
相

　
　
副
追
善
注
文
、
悉
口
施
入
也

と
し
て
、
寄
進
の
目
的
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
慈
信
は
額
安
寺
を
自
ら
の
墓
所
に

定

め
、
「
別
相
伝
え
地
、
非
院
家
領
」
で
あ
る
金
岡
東
荘
を
「
追
善
万
代
之
料
」
に
宛

て

た

の

で

あ
る
。
大
乗
院
関
係
者
の
墓
所
と
し
て
は
、
後
に
は
大
安
寺
己
心
寺
や
元

興
寺
極
楽
房
な
ど
が
知
ら
れ
て
お
り
、
南
北
朝
期
以
降
、
葬
送
や
納
骨
は
律
宗
寺
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
5
）

が

専
門
に
請
け
負
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
額
安
寺
が
大

乗
院
家
の
墓
所
と
な
っ
て
い
る
例
は
他
に
知
ら
れ
て
お
ら
ず
、
慈
信
の
墓
所
が
実
際

に

額
安
寺
に
営
ま
れ
た
と
す
る
に
は
、
も
う
少
し
傍
証
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
に
は
「
額
安
寺
殿
」
と
呼
ば
れ
る
人
物
が
登
場
す
る
。
た

と
え
ば
康
正
三
年
（
一
四
五
七
）
六
月
八
日
条
の
「
当
門
跡
代
々
師
範
躰
」
の
中
に

宝
峰
院

額
安
寺

後
内
山

な
ど
と
み
え
、

　
　
「
宝
峰
院
」

　
　
尊
信
師
範

　
　
天
慈
三
塵

　
　
慈
信
師
範

　
　
「
後
内
山
」

　
　
尋
覚
師
範

と
内
容
的
に
は
完
全
に
一
致
す
る
。

日
条
に
は
長
谷
寺
に
関
し
て
、

　
　
弘
安
三
年
三
月
十
四
日
長
谷
寺
炎
上
、
本
尊
以
下
頂
上
仏
錫
杖
取
出
、
食
堂
薬

　
　
師
寺
等
焼
了
、

　
　
　
　
　
　
　
（
洪
）

　
　
五
月
十
六
日
大
供
水
出
、
坊
舎
三
十
家
流
、
参
詣
輩
数
十
人
流
死
、

　
　
六
月
十
二
日
御
仏
造
初
之
、

　
　
正
和
五
年
六
月
九
日
十
三
重
塔
供
養
、
導
師
額
安
寺
殿
借
七
年
二
当
也

　
　
（
以
下
略
）

と
あ
る
が
、
こ
の
正
和
五
年
（
一
三
一
六
）
六
月
九
日
の
記
事
は
、
「
大
乗
院
日
記
目

録
」
同
日
の
「
慈
信
長
谷
寺
塔
供
養
導
師
」
と
対
応
す
る
。
慈
信
の
院
号
は
「
大
慈

三
昧
院
」
で
あ
る
が
、
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
な
ど
で
は
時
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に

「額
安
寺
殿
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
慈
信
と
額
安
寺
と
の

関
係
を
物
語
っ
て
い
る
が
、
他
に
も
慈
信
と
額
安
寺
・
律
宗
を
結
ぶ
手
が
か
り
が
存

　
　
師
範
　
　
　
円
憲
法
印

　
　
同
学
　
　
　
専
英
法
印

　
　
　
　
　
　
　
「
松
林
院
」

　

師
範
　
　
　
実
懐
僧
正

　
　
同
学

　
　
　
　
　
　
　
「
三
蔵
院
」

　
　
師
範
　
　
　
範
憲
大
僧
正

　
　
同
学
　
　
　
弁
範
　
　
訓
実

こ
れ
は
『
三
箇
院
家
抄
』
第
］
巻
の
「
御
師
範
井
同
学
等
」
の

東
北
院
円
憲
法
印
　
　
同
学
専
英
法
印

松
林
院
実
懐
僧
正

三
蔵
院
範
憲
大
僧
正
　
同
学
弁
範
・
訓
実

　
　
　
　
　
　
　
　
ま
た
明
応
四
年
（
一
四
九
五
）
十
一
月
二
十
六
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在
し
て
い
る
。

　
額
安
寺
境
内
の
鏡
池
（
明
星
池
）
の
池
島
に
は
、
「
文
応
元
年
　
十
月
十
五
日
　
願

主
永
弘
」
お
よ
び
「
大
工
大
蔵
安
清
」
の
銘
を
持
つ
、
現
段
階
で
は
在
銘
第
三
位
の

古

さ
の
石
造
宝
筐
印
塔
（
大
和
郡
山
市
指
定
文
化
財
）
が
立
つ
。
額
安
寺
宝
薩
印
塔

は

関
東
形
式
の
宝
筐
印
塔
の
祖
形
と
し
て
知
ら
れ
、
関
東
形
式
は
大
和
の
大
蔵
姓
の

石
工
が

忍
性
と
と
も
に
関
東
に
下
り
、
西
大
寺
流
律
宗
の
展
開
に
従
っ
て
広
め
た
も

　
　
　
　
　
　
宿
｝

の

と
さ
れ
て
い
る
。
現
在
額
安
寺
と
同
形
式
で
、
わ
ず
か
に
遅
れ
る
鎌
倉
中
期
末
頃

の
宝
筐
印
塔
が
奈
良
の
菩
提
山
正
暦
寺
に
遺
る
。
大
乗
院
末
寺
菩
提
山
正
暦
寺
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
7
）

大
乗
院
門
主
が
門
主
を
退
い
た
後
に
入
る
隠
居
寺
で
、
慈
信
も
永
く
居
住
し
て
「
菩

提
山
殿
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
律
宗
と
関
係
の
深
い
額
安
寺
形
式
の
宝
薩

印
塔
が
建
て
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
前
よ
り
菩
提
山
正
暦
寺
周
辺
に
は
律
僧
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
8
）

活
動
し
て
お
り
、
彼
ら
が
慈
信
と
額
安
寺
と
を
結
び
付
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
額
安
寺
は
奈
良
盆
地
を
南
下
し
た
佐
保
川
と
、
北
上
し
て
流
れ
る
初
瀬
川
（
大
和

川
）
と
が
合
流
す
る
地
点
を
臨
む
位
置
に
あ
り
、
古
代
以
来
の
河
川
交
通
の
要
衝
を

押
さ
え
る
地
点
に
建
つ
が
、
南
北
朝
期
に
入
る
と
大
和
川
の
渡
河
点
板
屋
瀬
を
守
る

橋
寺

と
し
て
も
姿
を
見
せ
る
。
『
嘉
元
記
』
貞
和
三
年
（
一
三
四
七
）
三
月
五
日
条
に

は
、
「
板
屋
ケ
瀬
ノ
橋
井
地
蔵
堂
供
養
、
於
額
安
寺
舞
楽
供
養
在
之
、
奈
良
舞
人
走
物

皆
児
舞
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
額
安
寺
に
お
い
て
板
屋
瀬
橋
と
地
蔵
堂
の
供
養
が
行

わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
れ
も
律
僧
の
勧
進
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
板
屋

瀬
橋
は

大
和
平
野
西
部
を
南
北
に
つ
な
ぐ
重
要
な
橋
で
、
こ
の
橋
を
維
持
す
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
9
）

絶

え
ず
勧
進
が
繰
り
返
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
天
文
十
三
年
（
一
五
四
四
）
八
月
額
安

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

寺
板
屋
瀬
橋
再
興
勧
進
状
や
享
保
五
年
（
一
七
二
〇
）
の
額
安
寺
高
舜
筆
板
屋
瀬
再

　
　
⌒
8
1
）

興
之
訳
な
ど
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
橋
は
以
後
何
度
も
流
さ
れ
て
い
る
が
、
近

世
を
通
じ
て
額
安
寺
が
板
屋
瀬
橋
・
地
蔵
堂
を
支
配
し
続
け
た
。

お

わ
り
に

　
額
安
寺
は
、
鎌
倉
末
に
西
大
寺
の
末
寺
に
な
っ
て
以
降
、
額
安
寺
文
書
中
に
衆
徒

連
署
置
文
な
ど
、
西
大
寺
に
関
わ
る
も
の
が
混
入
・
増
加
す
る
よ
う
に
、
西
大
寺
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
⑫

強
い
影
響
下
に
置
か
れ
た
。
延
慶
三
年
（
一
三
一
〇
）
に
慈
信
が
額
安
寺
に
寄
進
し

た
備
前
国
金
岡
東
荘
領
家
職
も
、
実
際
に
は
西
大
寺
領
と
し
て
推
移
し
て
お
り
、
室

町
以
降
は
額
安
寺
文
書
に
姿
を
見
せ
な
く
な
る
。
額
安
寺
は
鎌
倉
後
期
に
は
次
第
に

氏
寺
の
枠
を
越
え
、
地
域
寺
院
へ
と
変
貌
を
遂
げ
つ
つ
あ
っ
た
が
、
貞
和
六
年
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
田
）

三
五

〇
）
三
月
十
二
日
の
額
安
寺
新
故
禁
制
は
、
額
安
寺
が
律
宗
寺
院
へ
と
最
終
的

に
転
換
し
た
直
後
の
嘉
元
二
年
（
一
三
〇
四
）
～
四
年
（
一
三
〇
六
）
の
故
禁
制
お

よ
び
貞
和
六
年
（
一
三
五
〇
）
の
新
禁
制
を
書
き
上
げ
て
、
遵
守
を
起
請
し
た
も
の

で
あ
る
。
嘉
元
年
間
の
も
の
は
、

　
　
額
田
寺
井
管
領
諸
堂
田
畠
作
主
事

　
　
殺
生
禁
断
事

　
　
盗
人
等
間
事

　
　
博
変
禁
断
事

　
　
口
此
一
門
特
存
親
呪
儀
、
作
骨
肉
想
互
不
可
違
背
事

　
　
当
寺
所
領
輌
不
可
沽
却
井
相
博
事

の
六

力
条
、
貞
和
の
も
の
は
次
の
三
力
条
で
あ
る
。

　
　
於
額
田
部
郷
内
検
断
等
、
不
可
違
乱
事

　
　
口
自
他
従
類
井
縁
者
、
不
可
違
乱
郷
内
検
断
等
事

　
　
於
寺
領
散
地
膿
野
等
、
或
殖
茶
殖
木
、
或
開
田
開
畠
致
、
後
年
被
相
尋
寺
家
為

　
　
私
領
想
而
令
進
止
之
条
、
甚
以
不
可
然
者
也
、
於
向
後
者
、
可
停
止
之
事

　
嘉
元
年
間
の
禁
制
が
寺
領
財
産
の
保
全
や
殺
生
・
盗
人
・
博
変
な
ど
の
禁
止
に
主

眼
を
置
い
て
い
る
の
に
対
し
、
貞
和
の
禁
制
に
は
郷
内
の
検
断
や
寺
領
開
発
地
の
私

領
化
禁
止
の
条
項
が
含
ま
れ
て
い
る
。
額
安
寺
は
額
田
部
郷
と
い
う
地
域
の
寺
院
と
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し
て
郷
内
の
検
断
に
関
与
し
て
お
り
、
ま
た
そ
の
寺
領
も
よ
り
広
い
角
度
か
ら
保
全

が

図
ら
れ
、
開
発
者
の
私
領
化
を
認
め
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
地
域
結
合
の
核
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
磐

し
て
の
役
割
を
担
う
に
至
っ
た
地
域
寺
院
額
安
寺
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

註（
1
）
　
『
大
和
郡
山
市
史
史
料
集
』
（
一
九
六
六
年
）
で
「
額
安
寺
古
文
書
（
前
）
」
・
「
額
安
寺
古

　
　
文
書
（
後
）
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
額
田
宗
次
氏
所
蔵
お
よ
び
額
安
寺
所
蔵
の

　
　
額
安
寺
文
書
で
あ
る
。

（
2
）
　
天
理
図
書
館
所
蔵
文
書
（
『
平
安
遺
文
』
四
六
四
〇
号
文
書
、
以
下
「
平
」
四
六
四
〇
の
よ

　
　
う
に
略
記
す
る
）

（
3
）
　
当
該
地
域
全
体
の
条
里
復
原
は
、
橿
原
考
古
学
研
究
所
編
『
大
和
国
条
里
復
原
図
』
二
九

　
　
八
〇
年
）
に
従
う
。

（
4
）
　
石
上
英
一
「
額
田
寺
伽
藍
並
条
里
図
現
地
比
定
案
」
（
『
荘
園
絵
図
と
そ
の
世
界
』
、
国
立
歴

　
　
史
民
俗
博
物
館
、
一
九
九
三
年
）
に
よ
れ
ば
、
三
二
坪
に
は
現
在
谷
を
堰
止
め
た
溜
池
が
造

　
　
成
さ
れ
て
い
る
。

（
5
）
　
『
史
料
纂
集
　
三
箇
院
家
抄
第
二
』
（
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
四
年
）
な
ど
。

（
6
）
「
大
和
国
府
に
つ
い
て
」
（
赤
松
俊
秀
教
授
退
官
記
念
『
国
史
論
集
』
、
一
九
七
二
年
）

（
7
）
文
永
十
一
年
（
一
二
七
四
）
と
正
応
元
年
（
一
二
八
八
）
に
叡
尊
の
命
に
よ
っ
て
、
西
大

　
　
寺
の
田
畠
を
注
記
し
て
お
い
た
も
の
に
、
そ
の
後
の
増
加
分
を
追
記
し
て
成
立
。
奈
良
国
立

　
　
文
化
財
研
究
所
『
西
大
寺
叡
尊
伝
記
集
成
』
（
法
蔵
館
、
一
九
七
七
年
）
に
よ
る
。

（
8
）
　
千
田
稔
「
下
ツ
道
の
条
里
に
つ
い
て
」
（
上
田
正
昭
編
著
『
探
訪
古
代
の
道
第
一
巻
』
、
法

　
　
蔵
館
、
↓
九
八
八
年
）

（
9
）
東
大
寺
図
書
館
本
具
舎
抄
裏
文
書
・
「
平
」
三
二
八
二

（
1
0
）
　
年
欠
額
安
寺
別
当
職
相
伝
次
第
（
「
寺
」
五
、
『
鎌
倉
遺
文
』
＝
一
二
四
号
文
書
、
以
下

　
　
「
鎌
」
一
一
一
二
四
の
よ
う
に
略
記
す
る
）

（
H
）
　
註
（
1
0
）
別
当
職
相
伝
次
第
で
は
、
天
平
十
六
年
（
七
四
四
）
に
卒
し
た
額
田
氏
の
道
慈

　
　
を
本
願
と
し
、
永
承
六
年
（
一
〇
五
一
）
の
宗
岡
仲
子
立
券
以
降
、
「
宗
岡
之
養
子
」
朝
耀
、

　
　
「
宗
岡
之
孫
子
」
義
円
、
以
下
尋
智
ー
信
観
－
義
覚
－
円
位
ー
寛
継
－
弁
継
へ
と
肉
親
間
で
継

　
　
承
さ
れ
、
鎌
倉
末
に
至
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
弘
長
元
年
（
一
二
六
一
）
十
二
月
二
十

　
　
六
日
額
安
寺
法
橋
寛
継
別
当
職
譲
状
（
「
寺
」
二
・
「
鎌
」
八
七
五
五
）
に
も
、
「
右
寺
者
、
自

　
　
本
願
道
慈
和
尚
以
来
干
今
、
以
氏
人
所
補
其
職
」
と
あ
る
よ
う
に
、
中
世
を
通
じ
て
道
慈
以

　

来
の
氏
人
相
伝
が
強
調
さ
れ
た
。
上
田
さ
ち
子
「
叡
尊
と
大
和
の
西
大
寺
末
寺
」
（
大
阪
歴
史

　

学
会
『
中
世
社
会
の
成
立
と
展
開
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七
六
年
）
。

（
1
2
）
　
嘉
元
三
年
（
＝
二
〇
五
）
十
月
二
十
七
日
信
空
五
重
塔
供
養
願
文
案
（
「
額
」
雑
記
一
・

　
　
「
鎌
」
二
二
三
七
四
）
・
延
慶
三
年
（
二
二
一
〇
）
十
二
月
二
十
一
日
前
法
務
大
僧
正
慈
信
金

　
　
岡
東
荘
寄
進
状
（
「
寺
」
三
一
・
「
鎌
」
二
四
一
四
九
）
な
ど
。

（
1
3
）
　
「
寺
」
一
・
「
鎌
」
三
七
四
九

（
1
4
）
追
塩
千
尋
「
忍
性
の
宗
教
活
動
」
（
『
中
世
の
南
都
仏
教
』
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
五
年
）

（
1
5
）
　
『
大
日
本
仏
教
全
書
　
寺
誌
叢
書
第
三
』

（
1
6
）
天
和
四
年
（
一
六
八
四
）
二
月
興
福
寺
書
上
（
『
春
日
大
社
文
書
』
五
巻
＝
〇
二
号
文
書
）
。

　
　
同
書
上
の
末
寺
記
載
と
『
興
福
寺
末
寺
帳
』
と
は
、
一
部
の
順
番
や
漢
字
表
記
な
ど
を
除
け

　
　
ば
、
末
寺
の
名
称
は
ほ
ぼ
完
全
に
一
致
す
る
。
な
お
額
安
寺
は
近
世
に
は
法
隆
寺
の
末
寺
に

　
　
も
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。
年
欠
法
隆
寺
書
上
（
『
春
日
大
社
文
書
』
五
巻
一
〇
八
〇
号
文
書
）
。

（
1
7
）
　
藤
田
経
世
編
『
校
刊
美
術
史
料
寺
院
編
上
巻
』
（
中
央
公
論
美
術
出
版
、
一
九
七
二
年
）
。

　
　
な
お
同
書
所
収
の
尋
尊
筆
と
考
え
ら
れ
て
い
る
菅
家
本
『
諸
寺
縁
起
集
』
の
興
福
寺
西
金
堂

　
　
の
部
分
に
は
、
大
江
親
通
の
『
七
大
寺
巡
礼
私
記
』
と
同
文
の
記
述
に
続
け
て
、
「
但
今
於
在

　
　
此
像
等
不
審
云
々
」
と
あ
る
。

（
1
8
）
註
（
1
5
）
に
同
じ

（1
9
）
　
「
額
」
　
一
八
・
「
鎌
」
　
＝
三
二
七

（
2
0
）
「
額
」
三
四
・
「
鎌
」
＝
二
八
五
五

（
2
1
）
「
額
」
四
三
・
「
鎌
」
二
二
八
七
九

（
2
2
）
「
額
」
四
六
・
「
鎌
」
二
四
五
五
四

（
2
3
）
　
東
別
所
の
正
確
な
場
所
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
現
在
、
額
安
寺
の
北
、
忍
性
墓
お
よ
び
鎌

　
　
倉
期
の
史
跡
額
田
部
窯
跡
の
南
西
側
一
帯
が
「
別
所
」
・
「
別
所
垣
内
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、

　
　
寛
永
十
一
年
（
一
六
三
四
）
の
額
安
寺
図
（
『
大
和
志
料
　
平
群
郡
』
、
奈
良
県
教
育
会
、
一

　
　
九
一
四
年
）
に
も
、
寺
域
の
北
西
に
「
別
所
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
2
4
）
　
「
額
」
二
六
・
「
鎌
」
八
九
四
九

（
2
5
）
註
（
2
0
）

（
2
6
）
「
額
」
二
八
・
「
鎌
」
一
〇
五
六
三

（
2
7
）
　
額
田
寺
伽
藍
並
条
里
図
を
分
析
し
た
山
口
英
男
氏
は
、
「
寺
小
手
池
」
と
い
う
記
載
か
ら
小

　
　
手
池
を
寺
に
所
属
す
る
池
と
す
る
一
方
、
東
池
の
所
属
は
不
明
で
、
池
北
方
の
公
田
の
水
利

　
　
に
用
い
ら
れ
た
と
す
る
。
「
額
田
寺
伽
藍
並
条
里
図
」
（
金
田
章
裕
・
石
上
英
一
・
鎌
田
元

　
　
↓
・
栄
原
永
遠
男
編
『
日
本
古
代
荘
園
図
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
六
年
）
。
池
の
水

　
　
利
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
寿
和
「
大
和
国
に
お
け
る
奈
良
時
代
の
農
業
的
土
地
利
用
の
様
相
」

　
　
（
『
日
本
女
子
大
学
文
学
部
紀
要
』
四
一
、
一
九
九
二
年
）
も
ふ
れ
て
い
る
。

（
2
8
）
水
木
直
箭
氏
所
蔵
文
書
・
「
鎌
」
＝
一
四
六

（
2
9
）
　
額
田
寺
伽
藍
並
条
里
図
で
は
、
「
寺
岡
」
に
含
ま
れ
、
丘
陵
や
樹
木
が
描
か
れ
て
い
る
だ
け

　
　
の
地
点
で
あ
り
、
註
（
2
3
）
に
ふ
れ
た
小
字
「
別
所
」
・
「
別
所
垣
内
」
と
重
な
る
可
能
性
が

　
　
あ
る
。

（
3
0
）
　
興
福
寺
領
荘
園
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
、
永
島
福
太
郎
『
奈
良
文
化
の
伝
流
』
（
中
央
公
論

197



国立歴史民俗博物館研究報告

　　第88集2001年3月

　

社
、
一
九
四
四
年
）
参
照
。

（
3
1
）
　
同
文
書
に
つ
い
て
は
、
荻
野
三
七
彦
編
著
『
お
茶
の
水
図
書
館
所
蔵
成
賓
堂
文
庫
『
大
乗

　

院
文
書
』
の
解
題
的
研
究
と
目
録
』
（
石
川
文
化
事
業
財
団
お
茶
の
水
図
書
館
、
一
九
八
五
年
）

　

参
照
。

（
3
2
）
　
安
田
次
郎
「
勧
進
の
体
制
化
と
「
百
姓
」
ー
大
和
の
一
国
平
均
役
”
土
打
役
に
つ
い
て
ー
」

　
　
（
『
史
学
雑
誌
』
九
二
ー
一
、
一
九
八
三
年
）

（
3
3
）
　
額
安
寺
別
当
子
息
法
橋
良
明
重
訴
状
案
断
簡
（
「
額
」
二
九
・
「
鎌
」
一
一
一
二
三
）

（
3
4
）
　
嘉
元
元
年
（
＝
二
〇
三
）
十
二
月
十
六
日
額
安
寺
別
当
弁
継
別
当
職
寄
進
状
（
喜
多
嘉
彦

　

氏
所
蔵
文
書
、
『
大
和
郡
山
市
史
史
料
集
』
、
一
九
六
六
年
）

（
3
5
）
「
額
」
雑
記
一
・
「
鎌
」
二
；
二
七
四

（
3
6
）
　
「
寺
」
三
一
・
「
鎌
」
二
四
一
四
九

（
3
7
）
後
欠
犯
科
人
跡
田
畠
注
記
案
（
『
春
日
大
社
文
書
』
三
巻
七
九
一
号
文
書
）

（
3
8
）
　
「
額
」
二
七
・
「
鎌
」
九
二
九
五

（
3
9
）
　
平
安
時
代
以
降
顛
倒
し
つ
つ
あ
っ
た
西
文
氏
の
氏
寺
河
内
西
琳
寺
も
、
氏
人
の
叡
尊
へ
の

　
　
別
当
職
寄
進
に
よ
っ
て
律
宗
寺
院
化
が
進
み
、
氏
寺
的
性
格
を
越
え
、
西
琳
寺
周
辺
の
民
衆

　
　
が
関
わ
る
地
域
寺
院
へ
と
変
貌
し
た
。
『
羽
曳
野
市
史
第
一
巻
』
（
一
九
九
七
年
）
。
大
石
雅
章

　
　
氏
の
御
教
示
に
よ
る
。

（
4
0
）
　
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
西
大
寺
叡
尊
伝
記
集
成
』
（
法
蔵
館
、
一
九
七
七
年
）
・
長
谷

　
　
川
誠
編
著
『
興
正
菩
薩
御
教
誠
聴
聞
集
・
金
剛
仏
子
叡
尊
感
身
学
正
記
」
（
西
大
寺
、
一
九
九

　
　
〇
年
）

（
4
1
）
　
以
下
、
叡
尊
・
忍
性
に
関
す
る
基
礎
的
事
実
に
つ
い
て
は
、
和
島
芳
男
『
叡
尊
・
忍
性
』

　
　
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
九
年
）
・
『
日
本
名
僧
論
集
第
五
巻
　
重
源
　
叡
尊
　
忍
性
』
（
吉
川

　
　
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
）
所
収
諸
論
文
な
ど
参
照
。

（
4
2
）
　
辻
善
之
助
『
慈
善
救
済
史
料
』
（
金
港
堂
書
籍
、
一
九
三
二
年
）
・
田
中
敏
子
「
忍
性
菩
薩

　
　
略
行
記
（
性
公
大
徳
譜
）
に
つ
い
て
」
（
『
鎌
倉
』
二
一
、
一
九
七
三
年
）

（4
3
）
　
『
大
日
本
仏
教
全
書
一
〇
五
』

（
4
4
）
　
『
大
日
本
仏
教
全
書
一
〇
三
』

（
4
5
）
　
額
田
部
地
域
と
城
下
郡
屏
風
は
、
筋
違
道
（
太
子
道
）
と
呼
ば
れ
る
古
道
で
結
ば
れ
て
い

　
　
る
。
河
上
邦
彦
「
横
大
路
と
考
古
学
」
（
註
（
8
）
『
探
訪
古
代
の
道
第
一
巻
』
）
・
『
安
堵
町
史

　
　
本
編
』
（
一
九
九
三
年
）
・
山
川
均
「
大
和
に
お
け
る
七
世
紀
代
の
主
要
交
通
路
に
関
す
る
考

　
　
古
学
的
研
究
」
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
五
〇
、
一
九
九
六
年
）
な
ど
。

（
4
6
）
　
年
欠
施
行
人
数
注
文
（
金
沢
文
庫
所
蔵
金
発
揮
抄
第
一
紙
背
文
書
・
「
鎌
」
一
一
三
一
五
）

　
　
に
は
、
「
額
田
部
宿
百
七
十
三
人
」
と
あ
る
。

（
4
7
）
　
細
川
涼
一
「
中
世
非
人
論
の
現
状
と
課
題
」
（
『
中
世
の
身
分
制
と
非
人
』
、
日
本
エ
デ
ィ
タ

　
　
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
一
九
九
四
年
）

（
4
8
）
　
上
田
註
（
1
1
）
論
文
で
も
、
「
出
家
前
の
忍
性
や
、
乗
詮
の
行
動
は
、
文
殊
信
仰
お
よ
び
宿

　
　
に
お
け
る
供
養
が
、
特
定
の
布
教
の
結
果
で
は
な
く
、
い
わ
ば
下
か
ら
お
の
ず
と
芽
ば
え
て

　

来
た
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
」
と
し
て
お
り
、
細
川
涼
一
氏
も
叡
尊
は
忍
性
が
民
間
信
仰
レ
ベ

　
　
ル
で
持
っ
て
い
た
文
殊
信
仰
を
西
大
寺
流
に
吸
引
し
て
、
非
人
救
済
の
理
論
的
支
柱
に
し
た

　

と
評
価
し
て
い
る
。
「
叡
尊
・
忍
性
の
慈
善
救
済
」
（
註
（
4
7
）
『
中
世
の
身
分
制
と
非
人
』
）

（4
9
）
　
『
西
大
寺
叡
尊
伝
記
集
成
』
（
註
（
4
0
）
）

（
5
0
）
　
『
本
朝
高
僧
伝
』
和
州
西
大
寺
沙
門
信
空
伝
（
註
（
4
4
）
）

（
5
1
）
　
「
額
」
五
八
・
六
〇
。
な
お
市
史
史
料
集
で
は
、
断
簡
と
し
て
別
々
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。

（
5
2
）
　
西
大
寺
叡
尊
像
納
入
文
書
の
弘
安
三
年
（
一
二
八
〇
）
九
月
十
日
「
授
菩
薩
戒
弟
子
交
名
」

　

中
に
、
「
額
安
寺
形
同
現
在
」
と
し
て
実
玄
蓮
宗
房
と
道
位
唯
寂
房
の
名
が
記
さ
れ
、
叡
尊
よ

　
　
り
菩
薩
戒
を
授
け
ら
れ
た
二
名
の
弟
子
が
額
安
寺
に
い
た
こ
と
も
知
ら
れ
る
。

（
5
3
）
　
『
大
和
郡
山
市
史
』
（
一
九
六
六
年
）

（
5
4
）
　
鈴
木
喜
博
「
大
和
郡
山
・
良
福
寺
文
殊
菩
薩
騎
獅
像
と
像
内
納
入
の
文
殊
菩
薩
印
仏
に
つ

　
　
い
て
」
（
『
仏
教
芸
術
』
　
一
九
九
、
一
九
九
一
年
）
。
た
だ
し
叡
尊
・
忍
性
と
直
接
結
び
つ
く
決

　
　
め
手
は
な
い
。

（
5
5
）
額
安
寺
本
尊
虚
空
蔵
菩
薩
修
理
銘
（
註
（
4
0
）
『
西
大
寺
叡
尊
伝
記
集
成
』
）

（
5
6
）
　
関
東
祈
疇
寺
注
文
案
（
極
楽
寺
文
書
・
利
生
護
国
寺
文
書
・
西
大
寺
文
書
、
「
鎌
」
一
九
六

　
　
六
八
～
一
九
六
七
〇
）

（
5
7
）
　
『
金
沢
文
庫
資
料
全
書
第
五
巻
戒
律
編
一
』
（
神
奈
川
県
立
金
沢
文
庫
、
一
九
八
一
年
）

（
5
8
）
　
嘉
元
三
年
（
＝
二
〇
五
）
十
月
二
十
七
日
信
空
五
重
塔
供
養
願
文
案
（
「
額
」
雑
記
一
・

　
　
「
鎌
」
二
二
三
七
四
）
。
正
和
五
年
（
＝
二
＝
ハ
）
十
一
月
二
十
六
日
額
安
寺
塔
供
養
願
文

　
　
（
奈
良
国
立
文
化
財
研
究
所
『
西
大
寺
関
係
史
料
』
、
一
九
六
八
年
）
に
よ
れ
ば
、
塔
は
同
年

　
　
に
完
成
を
み
る
。

（
5
9
）
　
服
部
伊
久
男
「
国
宝
額
田
寺
伽
藍
並
条
里
図
に
み
え
る
墓
に
つ
い
て
」
（
同
志
社
大
学
考
古

　
　
学
シ
リ
ー
ズ
『
考
古
学
と
生
活
文
化
』
、
一
九
九
四
年
）
・
山
口
註
（
2
7
）
論
文
な
ど
。

（
6
0
）
　
奈
良
県
文
化
財
保
存
事
務
所
『
重
要
文
化
財
額
安
寺
五
輪
塔
修
理
工
事
報
告
書
』
（
奈
良
県

　
　
教
育
委
員
会
、
｝
九
八
三
年
）

（
6
1
）
康
永
二
年
（
＝
二
四
三
）
十
一
月
二
十
五
日
西
大
寺
衆
徒
連
署
定
置
（
「
寺
」
六
）
か
ら
は
、

　
　
「
極
楽
寺
第
三
長
老
善
願
上
人
忌
日
田
」
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（閲
）
　
「
額
」
雑
記
三

（
6
3
）
　
以
下
、
『
大
和
郡
山
市
史
』
註
（
5
3
）
・
『
重
要
文
化
財
額
安
寺
五
輪
塔
修
理
工
事
報
告
書
』

　
　
註
（
6
0
）
・
『
奈
良
県
史
7
石
造
美
術
』
（
名
著
出
版
、
一
九
八
四
年
）
・
『
奈
良
県
史
6
寺
院
』

　
　
（
名
著
出
版
、
一
九
九
一
年
）
な
ど
で
、
そ
れ
ぞ
れ
銘
文
の
読
み
が
幾
分
異
な
る
。

（閲
）
　
『
西
大
寺
叡
尊
伝
記
集
成
』
（
註
（
4
0
）
）

（
6
5
）
同
右

（6
6
）
　
『
西
大
寺
関
係
史
料
』
（
註
（
5
8
）
）

（
6
7
）
　
小
野
塚
充
巨
「
中
世
鎌
倉
極
楽
寺
を
め
ぐ
っ
て
」
（
竹
内
理
三
先
生
喜
寿
記
念
論
文
集
刊
行
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会

『荘
園
制
と
中
世
社
会
』
、
東
京
堂
出
版
、
一
九
八
四
年
）
も
「
額
安
寺
縁
起
」
の
障
尊
が

　
　
璋
尊
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
鎌
倉
極
楽
寺
僧
と
推
定
し
て
い
る
。
元
応
二
年

　
　
（
＝
二
二
〇
）
四
月
の
尼
戒
也
田
地
売
券
（
「
額
」
五
一
・
「
鎌
」
二
七
四
六
七
）
に
は
、
「
自

　
　
祖
父
璋
尊
手
譲
与
」
と
あ
り
、
尼
戒
也
が
璋
尊
の
孫
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（6
8
）
　
『
続
群
書
類
従
』
雑
部

（
6
9
）
　
「
寺
」
三
一
、
「
鎌
」
二
四
一
四
九

（
7
0
）
　
「
寺
」
二
八
、
「
鎌
」
二
七
八
六
五

（7
1
）
　
「
寺
」
二
九
、
「
鎌
」
二
七
八
六
六

（7
2
）
　
「
寺
」
三
〇

（
7
3
）
　
慈
信
に
つ
い
て
は
、
安
田
次
郎
「
永
仁
の
南
都
闘
乱
」
（
『
お
茶
の
水
史
学
』
三
〇
、
一
九

　
　
八
七
年
）
・
稲
葉
伸
道
「
鎌
倉
末
期
の
興
福
寺
大
乗
院
門
主
」
（
『
中
世
寺
院
の
権
力
構
造
』
、

　
　
岩
波
書
店
、
一
九
九
七
年
）
参
照
。

（
7
4
）
　
「
興
福
寺
別
当
次
第
」
（
『
大
日
本
仏
教
全
書
　
興
福
寺
叢
書
第
二
』
）
・
「
大
乗
院
日
記
目
録
」

　
　
（
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
）
・
「
大
乗
院
院
主
次
第
」
（
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
二
年
四

　
　
月
二
十
五
日
条
）
な
ど

（
7
5
）
　
大
石
雅
章
「
善
・
律
・
浄
土
の
興
隆
と
葬
祭
の
変
化
ー
王
家
の
葬
祭
を
中
心
と
し
て
ー
」

　
　
（
中
世
寺
院
史
研
究
会
『
中
世
寺
院
組
織
の
研
究
』
、
法
蔵
館
、
一
九
八
五
年
）

（
7
6
）
　
川
勝
政
太
郎
「
大
蔵
派
石
大
工
と
関
係
遺
品
」
（
『
史
述
と
美
術
』
四
四
九
、
一
九
七
四

　
　
年
）
・
斉
藤
彦
司
「
駿
州
霊
山
寺
と
石
造
遺
品
」
（
コ
ニ
浦
古
文
化
』
四
一
、
｝
九
八
七
年
）
．

　
　
同
「
関
東
形
式
の
宝
薩
印
塔
」
（
『
神
奈
川
地
域
史
研
究
』
七
、
↓
九
八
八
年
）
な
ど
。
な
お

　
　
「
額
安
寺
縁
起
」
に
は
「
明
星
石
ト
申
伝
ル
池
嶋
宝
麓
印
塔
在
之
、
是
ハ
慈
真
和
尚
為
母
作
之
」

　
　
と
あ
り
、
慈
真
（
信
空
）
と
の
関
係
を
伝
え
て
い
る
。

（
7
7
）
　
稲
葉
註
（
7
3
）
論
文

（
7
8
）
安
田
註
（
7
3
）
論
文
も
、
慈
信
が
西
大
寺
流
律
宗
と
深
い
関
係
を
持
ち
、
律
僧
を
通
じ
て
得

　

宗
と
も
つ
な
が
り
が
あ
っ
た
と
推
測
し
て
い
る
。

（
7
9
）
　
太
田
順
三
「
中
世
の
民
衆
救
済
の
諸
相
ー
橋
勧
進
・
非
人
施
行
・
綴
法
師
ー
」
（
民
衆
史
研

　
　
究
会
『
民
衆
生
活
と
信
仰
・
思
想
』
、
雄
山
閣
、
一
九
八
五
年
）
・
『
安
堵
町
史
本
編
』
（
註

　
　
（
4
5
）
）
な
ど
。

（8
0
）
　
「
額
」
板
屋
瀬
一

（8
1
）
　
「
額
」
板
屋
瀬
七

（
8
2
）
　
な
お
明
徳
二
年
（
一
三
九
こ
や
永
享
八
年
（
一
四
三
六
）
の
『
西
大
寺
末
寺
帳
』
（
註

　
　
（
5
8
）
『
西
大
寺
関
係
史
料
』
）
に
も
、
額
安
寺
の
名
は
明
記
さ
れ
て
い
る
。

（田
）
註
（
5
1
）

（
8
4
）
　
吉
井
敏
幸
氏
は
大
和
国
の
寺
院
神
社
を
分
類
し
て
、
イ
権
門
寺
社
、
ロ
中
規
模
寺
院
寺
社
、

　
　
ハ
村
落
寺
院
寺
社
に
分
類
し
て
い
る
。
中
規
模
寺
院
は
正
暦
寺
・
西
大
寺
・
唐
招
提
寺
・
薬

　

師
寺
・
法
隆
寺
な
ど
で
あ
り
、
村
落
寺
院
は
文
字
通
り
一
力
村
に
一
つ
あ
る
寺
院
で
あ
る
。

「郷
社

と
村
落
寺
社
の
成
立
と
展
開
」
（
『
中
世
村
落
寺
社
の
研
究
調
査
報
告
書
』
、
元
興
寺
文

化
財
研
究
所
、
一
九
八
九
年
）
。
本
稿
で
の
地
域
寺
院
と
い
う
概
念
は
額
安
寺
と
い
う
個
別
具

体
的
な
寺
院
に
即
し
て
使
用
し
た
に
す
ぎ
ず
、
規
模
的
に
は
吉
井
氏
の
分
類
の
ロ
と
ハ
の
中

間
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
来
の
寺
院
史
研
究
に
お
い
て
は
、
黒
田
俊
雄
「
在
村
寺
院
」

（「中
世
寺
社
勢
力
論
」
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
中
世
2
』
、
一
九
七
五
年
）
・
田
中
文
英
「
村
落

寺
院
」
（
「
中
世
前
期
の
寺
院
と
民
衆
」
『
日
本
史
研
究
』
二
六
六
、
一
九
八
四
年
）
・
久
野
修

義
「
在
地
寺
院
」
（
「
中
世
寺
院
と
社
会
・
国
家
」
『
日
本
史
研
究
』
三
六
七
、
一
九
九
三
年
）

な
ど
、
多
く
の
概
念
が
提
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
十
分
な
検
討
を
行
う
余
裕
が
な
か

っ

た
。
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

（滋
賀
県
立
大
学
人
間
文
化
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（
一
九

九
九
年
八
月
二
六
日
　
審
査
終
了
受
理
）
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The　Kakuan・liτbmple　and　lts　Vicinity　in　the　Medieval　Era

MIZUNo　Slloji

The　document　possessed　by　the　Kakuanji　temple　comphses　of　the　land　contracts　du亘㎎the　Heian

and　the　Kamakura　periods，　The　malority　of　them　are　a血buted　to　the　latter　half　of　the　Kamakura　era．

They　show　that　the　lands　acquired　by　the　temple　were　scattered　widely　around　the　temple．　Du亘ng

the　later　Kamakura　era，　powe1仙clans　based　around　the　temple，　such　as　the　Hanlmichi　clan，　began

to　establish　a　close　reladonship　with　the　Kakuanji　temple．　The　Kakuanji　temple，　o亘ginally　fb皿ded

by　the　Nukatabe　and　the　Munaoka　clans，　functioned　as　the　spiritual　center　for　those　clans．　However，

the　temple　came　to　expand　its　innuence　over　the　area　through　conversion，　and　by　the　donation　and

contract　of　the　land，　and　it　eventually　emerged　as　the　powe血l　polidcal　center　of　the　area．

　　　　As　the　temple　was　more　involved　with　the　local　people，　the　relationship　with　the　fbunder　clans

weakened．　During　that　dme，　the　Mo輌belief　nourished　and　the　Kakuanji　temple　approached　two

monks，　Eison　and　Ninshou，　who　belonged　to　the　Ritsushu　sect　of　the　Saidaiji　temple．　Gakushun　of

the　Harumichi　clan　resided　in　the　Kakuanji　temple　and　supported　the　monks　Eison　and　Ninshou．　He

eventually　merged　the　Kakuanji　temple　into　the　Ritsushu　sect．　His　son，　Shinku，　later　succeeded

Eison　and　held　the　most　powe㎡ul　position　in　the　Saidaiji　temple．　Before　1303，　the　Kakuanji　temple

was　already　under　the　influence　of　the　Saidaiji　temple．

　　　　As　the　Kakuanji　temple　came　to　belong　to　the　Ritsushu　sect，　it　extended　memorial　sen戊ces　to　the

people．　The　temple　held　the　tomb　of　the　monk　Ninshou，　and　that　of　Mor血sa　of　the　Hojo　clan．　A

monk，　Jishin　of也e璃ouin　temple，　decided　on也e　Kaku鋼i　temple　for　his　o㎜bu亘al　ground　md

donated　his　land　property　to　hold　perpetual　memorial　seMces　for　him．

　　　　An　of負cial　notice　in　the　Late　Medieval　era　shows　that　the　Nukatabe　area　was　under　the

jurisdiction　of　the　Kakuanji　temple，　which　boasted　uncontested　power　in　the　region．
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